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大
宮
姫
伝
承
を
訪
ね
て 

そ
の
二 

東
久
留
米
市 

村
田
智
加
子 

 

六
月
の
古
田
会
例
会
で
『
大
宮
姫
伝
承

を
訪
ね
て
』
の
旅
行
記
を
報
告
し
ま
し
た
。

読
め
ば
わ
か
る
旅
行
記
を
ど
の
よ
う
に
お

話
し
た
ら
よ
い
の
か
思
い
悩
み
、
も
う
一

度
旅
行
先
で
頂
い
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
地

図
、
指
宿
商
工
会
議
所
発
行
の
「
指
宿
ま
る

ご
と
博
物
館
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
い
ぶ
す
き

検
定
』
公
式
本
」
を
見
直
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
旅
行
記
を
書
い
た
時
に
は
気

が
つ
か
ず
見
落
と
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
っ
た

こ
と
も
含
め
次
の
三
点
に
つ
い
て
月
例
会

で
お
話
し
し
ま
し
た
。 

１
・「
児
ヶ
水
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て 

２
・「
揖
宿
神
社
」
の
由
来 

３
・
豊
玉
姫
に
つ
い
て 

  

月
例
会
で
は
写
真
を
見
な
が
ら
私
の
メ

モ
を
中
心
に
お
話
し
た
の
で
、
今
回
の
報

告
も
大
宮
姫
伝
承
に
つ
い
て
の
報
告
の
一

つ
と
し
て
文
章
化
し
て
残
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
書
い

て
あ
る
こ
と
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
書
か
れ

た
こ
と
の
新
た
に
気
づ
い
た
こ
と
の
紹
介
、

そ
れ
に
つ
い
て
私
が
考
え
た
こ
と
が
中
心

の
報
告
に
な
り
ま
す
。
独
断
、
妄
想
も
含
め

て
の
旅
行
記
で
す
の
で
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。 

 

１
．「
児
ヶ
水
」
の
地
名 

 

「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
で
は
「
児
ヶ
水
」(

ち

ょ
が
み
ず)

と
い
う
地
名
は
山
川
の
小
字

と
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ち
ょ
が

み
ず
」
と
い
う
変
わ
っ
た
地
名
は
ど
う
し

て
出
来
た
か
二
つ
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

① 

「
柳
田
國
男
は
『
地
名
の
研
究
』
中
で 

『
薩
摩
の
海
門
岳
の
南
麓
に
も
児
水 

 
 
 

(

ち
ご
が
み
ず)

と
い
う
清
水
に
よ
っ 

 

て
地
名
を
得
た
村
が
あ
っ
て
、之
を
岡 

児
水
・
浜
児
水
の
２
区
に
分
か
っ
て
い 

る
』
と
述
べ
て
い
る
」 

② 

も
う
ひ
と
つ
の
説
は
伝
承
な
の
か
、
誰

か
が
言
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が 

「
貴
人
に
稚
児
が
水
を
差
し
出
し
た
と 

 
 

こ
ろ
か
ら
来
た
と
い
う
説
が
あ
る
」 

こ
の
②
の
説
に
対
し
て
「
し
か
し
」
と 

否
定
す
る
形
で
柳
田
の
説
が
出
さ
れ 

 
 

て
い
る
の
で
一
般
的
に
は
柳
田
國
男 

の
説
が
通
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま 

す
。 

私
は
こ
の
部
分
を
読
ん
で
次
の
よ
う
な
疑

問
を
持
ち
ま
し
た
。 

㋐ 

柳
田
國
男
は
「
地
名
の
研
究
」
の
中
で

二
ヶ
所
で
こ
の
「
児
ヶ
水
」
に
つ
い
て
触
れ

て
い
ま
す
。
一
ヶ
所
は
前
述
の
部
分
。
も
う

一
つ
は
、
分
村
に
つ
い
て
の
所
で
す
。
古
い

時
代
、
一
つ
の
郷
は
か
な
り
広
く
、
分
村
す

る
の
に
東
西
南
北
・
上
中
下
そ
し
て
浜
と

岡
な
ど
に
分
け
た
例
と
し
て
岡
児
ヶ
水
、
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浜
児
ヶ
水
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
古
い
時
代
に
今
の
言
い
方
を
す
れ
ば

「
子
ど
も
の
泉
」
の
よ
う
な
言
い
方
、
そ
う

い
う
名
前
の
付
け
方
を
す
る
だ
ろ
う
か
と

思
い
ま
し
た
。
開
聞
十
町
京
田
の
そ
ば
に

「
玉
の
井
」
と
い
う
豊
玉
姫
が
化
粧
に
使

っ
た
井
戸
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、

た
だ
の
稚
児
水
が
村
の
地
名
に
な
る
だ
ろ

う
か
、
も
し
な
る
と
し
た
ら
そ
の
ち
ご
の

水
に
皆
の
記
憶
に
残
る
よ
う
な
出
来
事
が

あ
っ
た
ら
村
の
地
名
に
な
る
と
い
う
事
は

あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。 

㋑ 

村
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
疑
問
で
す
。

海
門
岳
南
麓
に
児
ヶ
水
と
い
う
清
水
が
あ

っ
た
と
す
る
と
、
今
、
地
図
上
に
見
る
「
山

川
浜
児
ヶ
水
」
を
含
め
た
一
帯
を
一
つ
の

村
に
す
る
に
は
い
く
ら
古
い
時
代
に
一
つ

の
郷
が
大
き
か
っ
た
と
し
て
も
広
す
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。 

㋩ 

も
う
一
つ
は
疑
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
地
図
上
に
残
る
「
山

川
浜
児
ヶ
水
」
の
地
名

が
大
宮
姫
の
到
着
し
た

と
い
う
牟
瀬
浜
に
近
い

事
で
す
。
牟
瀬
浜
に
近

い
と
い
う
事
は
、
大
宮

姫
伝
承
と
児
ヶ
水
が
近

い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
児

ヶ
水
と
い
う
地
名
は
大

宮
姫
伝
承
を
秘
め
た
地

名
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

柳
田
國
男
の
言
う
よ
う

に
「
児
ヶ
水
」
と
い
う
清

水
に
よ
っ
て
名
を
得
た

村
が
あ
る
の
な
ら
ば

「
児
ヶ
水
」
と
名
が
残

っ
た
理
由
は
第
二
説
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。 

 

２
．
揖
宿
神
社
の
由
来 

  

こ
の
神
社
は
全
く
知
ら
ず
行
く
予
定
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
鹿
児
島
の
Ｈ
さ

ん
は
私
が
巨
木
を
見
る
の
が
好
き
な
こ
と

を
知
っ
て
案
内
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
何

本
も
の
巨
大
楠
が
神
社
の
森
を
成
し
て
い

る
の
に
圧
倒
さ
れ
、
な
ん
だ
ろ
う
こ
の
神

社
は
と
思
い
巨
木
に
ば
か
り
目
が
い
っ
て

書
か
れ
て
い
る
神
社
の
由
来
に
は
ま
っ
た

く
心
が
向
い
て
な
か
っ
た
こ
と
に
今
回
気

が
付
き
ま
し
た
。 

社
記
に
よ
れ
ば
天
智
天
皇
が
薩
摩
地
方

を
巡
っ
た
時
、
当
地
に
滞
在
し
た
こ
と
、
そ

の
由
来
の
地
と
し
て
慶
雲
三
年(

７
０
６

年)

天
皇
の
神
霊
と
遺
器
を
い
つ
き
奉
っ

て
葛
城
宮
が
創
建
さ
れ
た
と
あ
り
ま
し
た
。

葛
城
宮
と
い
え
ば
、
葛
城
の
皇
子
と
言
わ

れ
た
天
智
天
皇
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
今

は
揖
宿
神
社
の
摂
社
の
一
つ
、
西
之
宮
に

天
智
天
皇
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

神
社
の
創
建
時
は
天
智
の
名
を
冠
し
た
宮

と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
創
建
の
慶
雲
三

年(

７
０
６
年)

は
枚
聞
神
社
の
開
聞
古
事

縁
起
に
よ
れ
ば
天
智
天
皇
の
亡
く
な
っ
た

年
で
す
。 

揖
宿
神
社
の
祭
神
が
枚
聞
神
社
の
祭
神

と
全
く
同
じ
と
い
う
の
は
何
故
な
の
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
読
み
直

し
て
理
由
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

開
聞
岳
は
九
州
の
中
の
最
も
新
し
い
火

山
で
、
縄
文
後
期
の
噴
火
に
始
ま
り
ま
す
。

そ
の
た
め
山
の
浸
食
が
進
ん
で
お
ら
ず
美

し
い
円
錐
形
を
し
て
い
ま
す
。
七
世
紀
後

半
に
も
噴
火
が
起
き
て
い
ま
す
が
、
貞
観

十
六
年(

８
７
４
年)

七
月
の
噴
火
は
そ
の

倍
以
上
の
激
し
い
噴
火
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

そ
の
頃
、
開
聞
九
社
大
明
神
と
言
わ
れ
て

い
た
開
聞
神
社(

枚
聞
神
社)

の
神
は
「
葛

城
宮
に
避
難
し
た
い
」
と
神
託
を
出
し
た

の
で
、
そ
の
年
の
十
一
月
、
葛
城
宮
と
い
わ

れ
て
い
た
神
社
は
開
聞
新
宮
九
社
大
明
神

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

そ
の
後
約
千
年
、
地
域
の
氏
神
と
し
て
「
シ

ン
グ
ー
サ
ー
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
き

た
そ
う
で
す
が
明
治
維
新
後
、
揖
宿
神
社

と
名
称
変
更
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

九
社
と
い
う
の
は
天
照
大
神
と
素
戔
嗚
尊

の
誓
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
五
人
の
皇
子

大宮姫関係地図（鹿児島県指宿市） 
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と
三
人
の
姫
皇
子
の
八
人
、
そ
し
て
天
照

大
神
の
九
人
の
皇
祖
神
を
祀
る
社
で
す
。

こ
の
開
聞
神
社
と
揖
宿
神
社
は
密
接
な
つ

な
が
り
の
あ
る
本
家
と
新
宅
の
よ
う
な
関

係
の
ま
ま
千
年
と
い
う
時
が
流
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
神
社
の
森
の
巨
大
楠
は
歴
史
の

証
人
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

揖
宿
神
社
の
宝
物
殿
に
唐
銅
製
の
花
瓶

が
伝
わ
り
「
天
智
天
皇
が
志
賀
の
都
よ
り

お
持
ち
に
な
っ
た
」
と
の
伝
承
が
あ
る
そ

う
で
す
が
、
昭
和
二
十
九
年
の
薩
摩
古
美

術
展
に
出
品
さ
れ
た
折
に
鑑
定
さ
れ
て
、

こ
の
花
瓶
は
室
町
初
期
か
ら
中
期
の
シ

ナ
・
朝
鮮
よ
り
来
た
物
だ
ろ
う
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
今
日
の
進
ん
だ
鑑
定
技
術
で

も
う
一
度
調
べ
直
し
た
ら
ど
う
な
る
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

 

３
．
豊
玉
姫
に
つ
い
て 

 

豊
玉
姫
と
は
海
神
の
娘
で
、
兄
の
釣
針

を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
山
幸
彦
が
海
の
中

に
探
し
に
行
っ
て
出
会
い
、
そ
の
後
結
婚

し
て
（
う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
）
を
生
み
、
そ

の
子
神
武
天
皇
が
大
和
朝
廷
の
始
祖
と
な

っ
た
と
い
う
伝
説
の
姫
で
す
。 

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
こ
の
豊
玉
姫
の
話
が

載
っ
て
い
ま
す
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
か
ら
そ

の
場
面
を
拾
い
出
し
て
み
ま
し
た
。 

① 

豊
玉
姫
が
竜
宮
城
か
ら
開
聞
に
向
か

う
た
め
に
上
陸
し
た
の
が
「
無
瀬
浜
」。

大
宮
姫
の
伝
承
で
は
志
賀
の
都
か
ら

伊
勢
を
経
て
船
で
生
ま
れ
故
郷
の
鹿

児
島
へ
上
陸
し
た
の
が
「
牟
瀬
浜
」。

「
牟
」
が
「
無
」
に
変
わ
っ
た
だ
け
の

同
じ
浜
で
す
が
「
無
」
と
い
う
文
字
が

使
わ
れ
て
い
る
の
が
面
白
い
と
思
い

ま
す
。 

② 

亀
割
坂
は
そ
の
昔
、
豊
玉
姫
が
千
年
甕

を
枚
聞
神
社
に
運
ぶ
時
割
れ
た
場
所
。

一
説
と
し
て
こ
の
甕
は
大
宮
姫
が
京

都
か
ら
運
ん
で
き
た
も
の
と
言
わ
れ

る
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

③ 

開
聞
十
町
京
田
に
残
る
「
玉
の
井
」
と

言
わ
れ
る
井
戸
は
豊
玉
姫
が
化
粧
に

使
っ
た
井
戸
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
縁
起
に
よ
れ
ば
十
町
京
田
は
大

宮
姫
の
仮
殿
が
置
か
れ
た
場
所
で
す
。 

④ 

長
崎
鼻
に
残
る
豊
玉
姫
に
つ
い
て
。 

長
崎
鼻
は
薩
摩
半
島
最
南
端
の
景
勝 

地
で
す
が
、
そ
こ
に
竜
宮
神
社
が
あ
り

豊
玉
姫
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
社

殿
は
平
成
二
十
三
年
完
成
の
竜
宮
城
の

よ
う
な
神
社
で
縁
結
び
の
神
社
と
し
て

人
気
が
あ
り
ま
す
。 

明
治
四
十
四
年
「
山
川
郷
土
歴
史
」

の
本
の
中
に
「
神
体
石
祠
に
て
豊
玉
姫

を
祭
祠
す
。
上
代
よ
り
人
民
村
中
の
私

立
。
南
岸
絶
景
で
字
龍
宮
鼻
あ
る
い
は

長
崎
鼻
と
呼
ば
れ
て
い
た
。」
と
あ
り
ま

す
が
た
だ
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
は
次
の

こ
と
も
書
き
添
え
て
い
ま
す
。「
し
か
し
、

長
崎
鼻
に
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
竜
宮
伝

説
は
な
い(

開
聞
岳
一
帯
が
か
つ
て
竜

宮
界
だ
っ
た
と
の
伝
承
あ
り)

。」 

こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
残
る
豊
玉
姫
の
場

面
①
～
③
は
ま
る
ま
る
大
宮
姫
と
か
ぶ
っ

て
い
ま
す
。
④
で
は
長
崎
鼻
に
は
古
く
か

ら
神
社(

ほ
こ
ら
？)

が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
の
土
地
に
竜
宮
伝
説
が
無
い
な
ら
ば
村

人
た
ち
が
私
財
を
使
っ
て
上
代
よ
り
守
っ

て
き
た
の
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
①
～
④
と
は
行
政
区
が
違
い
ま
す
が 

⑤ 

知
覧
に
立
派
な
豊
玉
姫
神
社
が
あ
り
、

少
し
離
れ
た
所
に
豊
玉
姫
の
墓
が
あ

り
ま
す
。
知
覧
に
は
豊
玉
姫
に
ま
つ
わ

る
伝
説
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
、
こ
の
豊
玉
姫
神
社
は
村
の
鎮
守
の

神
様
と
し
て
、
毎
年
八
十
八
夜
に
は
新

茶
が
奉
納
さ
れ
る
そ
う
で
す
。 

長
崎
鼻
に
も
竜
宮
神
社
が
あ
っ
た
の   

で
伝
説
の
姫
で
あ
っ
て
も
神
社
が
あ  

る
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
が
、
墓
が
あ
る 

と
い
う
の
は
何
だ
ろ
う
と
不
思
議
に 

思
い
ま
し
た
。
墓
の
前
に
次
の
よ
う
な 

説
明
版
が
あ
り
ま
し
た
。 

「…

以
前
は
木
が
生
い
繁
り
小
さ
な
林

の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は

鍬
も
入
れ
て
は
な
ら
な
い
場
所
で
し
た
。

そ
の
た
め
耕
地
整
理
が
行
わ
れ
た
と
き

も
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た
。 

森
山
信
仰
と
豊
玉
姫
伝
説
が
結
び
つ
い

た
も
の
で
し
ょ
う
か
。」 

私
は
こ
の
墓
は
大
宮
姫
の
墓
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
し
た
。
縁
起
に
よ
れ
ば
大
宮

姫
は
開
聞
大
神
で
す
か
ら
、
和
銅
元
年(

７

０
８
年)

創
建
の
枚
聞
神
社
に
当
初
は
祀

ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
す
。

大
宮
姫
の
亡
く
な
っ
た
年
で
す
。
枚
聞
神

社
に
葬
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
思

い
ま
す
。 

け
れ
ど
か
な
り
早
い
段
階
で
祭
神
は
大

和
朝
廷
の
祖
先
神
に
変
わ
り
、
開
聞
岳
の

噴
火
に
よ
っ
て
神
社
も
変
わ
っ
た
り
し
て
、

今
の
枚
聞
神
社
に
は
大
宮
姫
の
痕
跡
は
何

も
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
知
覧
に
残
る
豊

玉
姫
の
墓
も
実
際
に
葬
っ
た
も
の
で
は
な

知覧町 豊玉姫陵 
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い
と
も
思
い
ま
す
。 

度
重
な
る
大
和
と
の
戦
い
で
隼
人
の
力

は
衰
え
て
お
り
、
御
陵
と
言
わ
れ
る
よ
う

な
立
派
な
も
の
は
造
れ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
又
は
大
宮
姫
の
墓
と
わ
か
る
の

は
都
合
悪
か
っ
た
か
、
全
く
居
な
か
っ
た

姫
と
思
わ
せ
た
か
っ
た
の
か
、
知
覧
に
残

る
寂
寂
と
し
た
畑
の
中
の
、
古
び
た
鳥
居

と
さ
ほ
ど
広
く
な
い
石
囲
い
の
中
の
草
地

を
見
て
大
宮
姫
の
置
か
れ
た
状
況
を
想
像

し
ま
し
た
。 

 

こ
の
鹿
児
島
旅
行
の
あ
と
、
国
東
半
島

を
巡
る
和
田
家
文
書
の
旅
で
皆
と
多
少
外

れ
て
友
人
と
宇
佐
市
に
残
る
ハ
ト
メ
の
墓

を
訪
ね
ま
し
た
。
養
老
四
年(

７
２
０
年)

大
和
朝
廷
の
要
請
で
隼
人
を
滅
ぼ
す
戦
い

の
先
頭
に
立
っ
た
宇
佐
神
宮
の
女
禰
宜
ハ

ト
メ
で
す
。
本
に
は
畑
の
中
に
あ
る
と
書

か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
駐
車
場
の
中

に
さ
ほ
ど
大
き
く
も
古
く
も
な
い
石
垣
に

囲
ま
れ
て
三
基
の
石
塔
が
た
っ
て
い
ま
し

た
。
近
畿
の
天
皇
陵
の
よ
う
に
塚
で
は
な

く
石
に
囲
ま
れ
た
敷
地
に
あ
る
ハ
ト
メ
の

墓
は
広
く
言
え
ば
豊
玉
姫
と
同
時
代
の
墓

の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。 

た
だ
、
ハ
ト
メ
の
墓
と
豊
玉
姫
の
墓
を

比
べ
る
な
ら
ば
、
豊
玉
姫
の
墓
の
方
が
ず

っ
と
人
々
に
大
切
に
さ
れ
守
ら
れ
て
き
た

墓
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。 

以
上
人
か
ら
人
に
伝
え
ら
れ
た
大
宮
姫

の
か
す
か
な
痕
跡
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

て
宝
物
探
し
の
よ
う
な
楽
し
い
旅
を
満
喫

で
き
た
こ
と
、
報
告
で
き
た
こ
と
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。 

  

 

唐
書
類
の
読
み
方 

 

古
田
武
彦
氏
の
『
九
州
王
朝
の
歴
史

学
』〈
新
唐
書
日
本
伝
の
資
料
批
判
〉

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

世
田
谷
区 

國
枝 

浩 
 

私
は
、
古
田
氏
の
多
元
史
観
を
支
持
し

て
古
田
古
代
史
学
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き

た
。
中
国
の
史
書
に
記
載
さ
れ
た
倭
国
は

九
州
に
存
在
し
た
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
始

ま
り
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
氏
か
ら
学
ぶ
中
で
、
幾
つ
か
の
、

あ
る
い
は
幾
つ
も
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
古
田
古
代
史
学

の
発
展
を
願
う
立
場
か
ら
、
通
説
や
そ
れ

に
基
づ
く
教
科
書
的
見
解
へ
の
懐
疑
を
強

め
る
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
幾
つ
か
の
こ
と

を
論
じ
て
お
き
た
い
。 

今
回
は
主
に
東
京
古
田
会
に
お
け
る
十

月
の
学
習
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
第
四
篇

〈
新
唐
書
の
史
料
価
値
〉
な
ど
に
焦
点
を

当
て
る
。
古
田
氏
議
論
に
つ
い
て
疑
問
点
、

そ
れ
は
時
に
は
氏
の
学
説
の
中
で
の
「
自

己
矛
盾
」
と
し
て
、
ま
た
時
に
は
論
証
上
の

不
備
と
い
う
形
で
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
古
田
古
代
史
学
の
発
展
の
た
め
に
、

取
り
除
か
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、
活
発
な
議

論
に
進
む
こ
と
を
期
待
し
、
そ
の
問
題
提

起
と
し
て
本
稿
を
書
く
こ
と
に
し
た
次
第

で
あ
る
。
ま
た
、
古
田
氏
を
支
持
す
る
研
究

者
の
中
に
、
安
易
に
と
も
思
え
る
形
で
古

田
氏
の
不
十
分
と
思
わ
れ
る
学
説
や
立
論

に
依
拠
し
て
い
る
論
考
が
見
受
け
ら
れ
る

の
で
、
特
に
必
要
な
議
論
だ
と
考
え
て
い

る
。
後
者
の
具
体
的
な
問
題
点
に
つ
い
て

は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で

は
古
田
氏
の
議
論
に
関
わ
る
問
題
点
に
焦

点
を
絞
る
。 

と
こ
ろ
で
『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
は
当
初
、
駸
々
堂
か

ら
出
版
さ
れ
、
後
に
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

本
稿
で
示
さ
れ
て
い
る
頁
数
は
、
資
料
参
照
の
便
宜
上
、
両

出
版
社
と
も
に
記
し
て
あ
る
。
駸
々
堂
１
９
９
１
年
第
一

刷
発
行
の
も
の
を
ま
ず
示
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
２
０
１
３
年
初
版
の
も
の
を
示
す
。 

 

１
節 

『
旧
唐
書
』〈
日
本
国
伝
〉
の 

「
或
曰
倭
国
自
悪
其
名
改
為
日
本
」 

 

古
田
氏
は
、『
旧
唐
書
』〈
日
本
国
伝
〉
に

お
け
る
「
或
曰
倭
国
自
悪
其
名
改
為
日
本
」、

つ
ま
り
「
倭
国
自
身
が
日
本
国
と
改
号
し

た
」
の
意
味
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

こ
に
書
か
れ
た
文
の
主
語
「
倭
国
」
が
『
旧

唐
書
』〈
倭
国
伝
〉
に
お
け
る
倭
国
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
氏
の
頭
の
中
に
は
当
然
、

「
九
州
倭
国
」
の
こ
と
が
念
頭
に
あ
る
。

『
旧
唐
書
』〈
倭
国
伝
〉
の
倭
国
だ
と
明
言

し
て
い
る
か
ら
だ
（
注
１
）
。 

こ
の
議
論
で
は
、
ま
ず
前
提
が
お
か
し

い
。
確
か
に
こ
の
文
の
主
語
は
「
倭
国
」
で

あ
る
。
し
か
し
、〈
日
本
国
伝
〉
に
九
州
倭

国
の
人
間
が
登
場
し
て
発
言
を
す
る
こ
と

は
な
い
。
ま
た
、
倭
国
の
人
間
を
参
考
人
と

し
て
召
喚
し
た
と
い
う
様
子
も
記
述
さ
れ

て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、〈
日
本
伝
〉
の

「
曰
う
、
言
う
、
云
う
」
の
発
言
主
体
は
日

本
国
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
氏
も
言
う
。
こ
れ

ら
は
「
粟
田
真
人
、
阿
部
仲
麿
、
空
海
」
な

ど
の
日
本
国
側
の
人
間
の
証
言
だ
と
し
て

い
る
（
注
２
）
。 

（
注
１
）『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』 

第
四
篇
二 

１
２
１

～
１
２
３
頁
（
１
０
１
～
１
０
２
頁
） 

（
注
２
）
同
上
書 

第
四
篇
二 

１
２
８
頁
（
１
０
６
頁
）。

さ
ら
に
、『
失
わ
れ
た
九
州
王
朝
』
第
四
章
〈『
旧
唐
書
』
の

史
料
的
価
値
〉
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
２
０
１
０
年
初
版
３
１
４
頁
、

で
は
犬
上
三
田
耜
の
名
前
も
あ
が
っ
て
い
る
。「
推
古
朝
の

遣
使
者
と
言
わ
れ
る
三
田
耜
」
が
咸
亨
元
年
以
後
の
唐
書

類
の
証
人
に
は
な
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
不
可
解
な
点
を
指

摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。 

 

と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
奇
妙
な
状
況

が
起
こ
る
。
証
言
者
で
あ
る
ヤ
マ
ト
王
権

の
日
本
人
が
「
倭
の
名
が
雅
で
な
い
の
で
、

九
州
王
朝
の
人
が
自
分
た
ち
で
倭
を
日
本

の
名
に
替
え
た
の
で
す
」
と
「
曰
う
」
こ
と

に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
次
の
二
つ

の
こ
と
を
意
味
す
る
。 

① 

ヤ
マ
ト
王
権
の
人
間
が
、
九
州
倭
国
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が
近
畿
ヤ
マ
ト
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
承
認
す
る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
事
態

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、 

② 

日
本
と
い
う
雅
な
名
に
替
え
た
「
功

績
」
を
九
州
倭
国
に
譲
る
の
か
。 

こ
の
①
②
の
問
題
は
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

  

問
題
の
所
在
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
日

本
国
人
が
「
曰
う
」
言
葉
の
中
に
「
倭
国
が

自
ら
名
を
改
め
た
」
と
い
う
と
き
の
「
倭
国
」

は
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
人
間
が
倭
国
を
僭
称

し
て
「
曰
っ
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
し
か
な

い
。「
私
た
ち
の
元
の
名
が
倭
国
で
あ
り
、

自
分
た
ち
で
倭
国
か
ら
日
本
に
名
を
変
え

た
だ
け
」
と
い
う
主
張
に
な
っ
て
い
た
、
と
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
倭
国
」
は
九
州
倭
国
の
僭

称
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
の
王
権
に
よ
る
倭
国

の
名
の
簒
奪
に
他
な
ら
な
い
。 

言
い
か
え
る
と
、
こ
の
発
言
の
時
点
に

お
け
る
ヤ
マ
ト
王
権
の
立
場
は
「
倭
国
と

日
本
国
は
別
種
」
と
い
う
「
多
元
史
観
」
の

立
場
か
ら
、
倭
国
も
昔
か
ら
我
々
の
こ
と

と
い
う
「
一
元
史
観
」
の
立
場
へ
と
変
更
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（
注
）。 

（
注
）「
ヤ
マ
ト
王
権
の
多
元
史
観
か
ら
一
元
史
観
へ
の
転

換
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
日
本
国
の
初
の
中
国
遣

使
は
咸
亨
元
年
で
あ
る
」
東
京
古
田
会
会
報
２
１
７
号
で

述
べ
て
い
る
。 

  

２
節
『
新
唐
書
』
の
資
料
批
判
の
内
容 

 

『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
で
は
、
か
な
り

の
部
分
は
そ
の
否
定
的
側
面
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。『
新
唐
書
』
の
資
料
批
判
と
し
て

は
、
ま
ず
誤
字
・
誤
植
の
多
さ
を
氏
は
挙
げ

る
。
氏
は
こ
の
論
考
で
は
、「
次
用
明
亦
曰

目
多
利
思
比
（
北
）
孤
直
隋
開
皇
末
始
與
中

國
通
」
の
「
目
」
を
誤
字
・
誤
植
の
類
で
片

付
け
よ
う
と
し
て
い
る
（
注
）
。
つ
ま
り
、「
目
」

を
不
要
の
も
の
と
し
て
、「
目
」
を
「
無
視
」

す
る
。
こ
れ
は
古
田
氏
の
嫌
っ
た
「
文
字
改

定
」
の
一
種
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。「
目
」
を
含
め
て
こ
の
文
章
の
意
味
を

解
釈
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
「
目
多
利
思
北
孤
」
の
訳
出
上
の
問
題
点

は
次
の
３
節
で
も
述
べ
る
。 

そ
こ
か
ら
氏
は
、
天
皇
名
の
誤
植
と
し

て
孝
安
が
天
安
、
敏
達
が
海
達
、
推
古
が
雄

古
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ

て
い
る
。
確
か
に
、
氏
が
挙
げ
た
以
外
に
も

持
統
が
總
持
と
書
か
れ
た
事
例
な
ど
も
あ

る
。 

（
注
）
以
上
、『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
第
四
篇
七 

１
５

６
頁
（
１
３
１
頁
）
の
「
目
多
利
思
北
孤
」
に
「
注
１
７
」

が
付
さ
れ
、
そ
の
「
注
１
７
」
が
１
６
６
頁
（
１
４
０
頁
）

に
あ
る
。
そ
の
「
注
１
７
」
で
「
目
」
が
氏
に
よ
っ
て
誤
植

と
疑
わ
れ
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
誤
字
・
誤
植
の
問
題
は
『
新
唐
書
』

の
責
任
だ
と
は
っ
き
り
と
述
べ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。『
新
唐
書
』
に
記
さ
れ
た
天
皇

名
は
漢
風
諡
号
で
あ
る
。
唐
は
、
国
交
関
係

の
な
い
時
代
の
天
皇
名
に
つ
い
て
は
、
淡

海
三
船
の
創
作
し
た
漢
風
諡
号
を
７
６
０

年
代
以
降
に
一
挙
に
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
直
接
に
交
流
の
な
い
天
皇
名
に
中

国
が
強
い
関
心
を
持
つ
と
は
思
え
な
い
。

仮
に
文
字
が
違
っ
て
い
て
も
、「
そ
ん
な
名

前
の
天
皇
が
い
た
の
か
」
で
済
ま
さ
れ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
人
名
の
文
字
が
違
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
面
識
も
な
い
人
間
の
名

で
あ
る
。
誤
字
が
あ
っ
て
も
文
の
意
味
は

了
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
誤
字
が
史
書
に
残
っ
て
し
ま
う
と

い
う
場
合
も
起
こ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

書
写
の
段
階
で
書
き
誤
っ
た
と
い
う
可
能

性
も
あ
る
。
単
純
に
唐
の
側
の
責
任
と
は

決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

む
し
ろ
、
日
本
の
古
代
史
研
究
者
の
間

に
中
国
の
史
書
は
不
正
確
で
あ
る
と
い
う

不
信
感
が
う
ま
れ
た
一
つ
の
大
き
な
要
因

は
、『
新
唐
書
』
に
お
け
る
天
皇
名
の
誤
字
・

誤
植
の
問
題
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
結
果
、
例
え
ば
『
魏
志
』
の
「
南
」
は

「
東
」
の
間
違
い
だ
ろ
う
、
な
ど
の
文
字
改

定
の
風
潮
も
日
本
の
学
界
の
中
に
創
ら
れ

て
き
た
。
氏
は
こ
れ
と
変
わ
ら
な
い
態
度

に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。 

そ
し
て
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
氏
は
「
目
」

を
無
視
し
て
し
ま
う
解
釈
に
あ
ま
り
自
信

が
持
て
な
い
た
め
に
、「
目
」
の
誤
植
の
可

能
性
を
「
本
文
」
で
は
な
く
「
注
」
の
中
で

目
立
た
な
い
よ
う
に
指
摘
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
氏
は
こ
の
論
考
で

は
「
目
」
が
あ
る
こ
と
が
不
都
合
だ
と
思
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』

で
は
「
目
」
を
解
釈
し
な
い
で
済
ま
せ
て
い

る
。 私

は
別
稿
で
「
目
」
を
無
視
し
な
い
で
、

そ
れ
を
「
目
す
る
・
見
な
す
」
と
読
み
解
釈

す
る
案
を
提
出
し
た
（
注
）
。
文
字
改
定
を
し

な
い
で
史
資
料
を
解
釈
す
る
す
る
、
こ
れ

は
古
田
氏
か
ら
学
ん
だ
方
法
で
あ
る
。 

（
注
）
國
枝
ブ
ロ
グ
：
常
識
へ
の
懐
疑
「
用
明
、
目
多
利
思

北
孤
の
読
み
と
意
味
」 

 

３
節 

古
田
氏
の
自
説
変
更
問
題 

 

 

一
般
に
、
自
説
を
変
え
る
と
い
う
こ
と

は
起
こ
り
う
る
だ
ろ
う
。
研
究
の
進
展
に

よ
っ
て
、
前
説
を
撤
回
し
新
た
な
説
を
打

ち
出
だ
す
。
研
究
の
前
進
の
た
め
に
は
必

要
な
こ
と
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
新
説
を

展
開
す
る
と
き
に
は
そ
の
大
前
提
と
し
て
、

ま
ず
旧
説
撤
回
を
表
明
す
る
、
そ
し
て
次

に
旧
説
撤
回
の
根
拠
が
述
べ
ら
れ
な
く
て

は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。 

し
か
し
古
田
氏
の
場
合
に
は
、
①
旧
説

を
変
更
す
る
と
き
に
新
説
を
打
ち
出
す
表

明
を
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
を
示
し
つ
つ

新
説
の
展
開
を
す
る
と
き
も
あ
る
が
、
②

旧
説
変
更
に
つ
い
て
の
表
明
が
な
く
、
そ

の
理
由
も
述
べ
ら
れ
な
い
ま
ま
新
説
が
展

開
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

例
え
ば
、
推
古
紀
の
「
遣
隋
使
が
あ
っ
た
」
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（
旧
説
）
が
撤
回
さ
れ
、「
遣
隋
使
で
は
な

く
遣
唐
使
が
あ
っ
た
」（
新
説
）
が
唱
え
ら

れ
た
と
き
は
①
に
当
た
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、「
東
鯷
人
が
居
た
の
は
銅
鐸
圏
」（
旧
説
）

か
ら
「
東
鯷
人
が
居
た
の
は
九
州
南
部
の

太
平
洋
側
」（
新
説
）
に
変
更
し
た
と
き
に

は
何
の
説
明
も
な
か
っ
た
。
②
に
あ
た
る
。

先
の
２
節
に
お
け
る
「
目
」
の
扱
い
は
②

「
旧
説
変
更
の
表
明
な
し
・
変
更
理
由
の

明
示
な
し
」、
の
も
う
一
つ
の
例
で
あ
っ
た
。 

 

４
節 

「
日
本
が
倭
国
を
併
せ
る
」
と
「
日

本
を
倭
が
并
せ
る
」 

 

古
田
氏
は
、『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
第

四
篇
六
で
『
旧
唐
書
』
の
「
小
国
の
日
本
が

倭
国
を
併
せ
る
」
と
『
新
唐
書
』
の
「
日
本

を
倭
が
并
せ
る
」
と
い
う
相
矛
盾
し
た
記

述
（
以
下
、
４
節
の
矛
盾
と
呼
ぶ
）
を
ど
う

解
釈
す
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。 

同
書
１
４
９
～
１
５
０
頁
（
１
２
５
～
１

３
０
頁
）
に
お
い
て
、
古
田
氏
は
、
倭
を
『
旧

唐
書
』「
日
本
が
倭
国
を
併
せ
る
」
で
は
「
チ

ク
シ
」
と
読
む
の
に
対
し
て
、『
新
唐
書
』

「
日
本
を
倭
が
并
せ
る
」
で
は
倭
を
「
ヤ
マ

ト
」
と
読
ん
で
４
節
の
矛
盾
を
回
避
し
よ

う
と
す
る
。 

 

ま
ず
、
再
度
確
認
し
た
い
こ
と
は
〈
日
本

（
国
）
伝
〉
は
全
体
的
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

事
で
あ
る
。
発
言
者
は
誰
か
。『
旧
唐
書
』

で
は
日
本
国
人
、『
新
唐
書
』
で
は
日
本
人

だ
。
ど
ち
ら
も
ヤ
マ
ト
王
権
側
の
人
間
で

あ
る
。
ヤ
マ
ト
側
の
人
間
は
、
倭
が
「
チ
ク

シ
」
だ
と
い
う
考
え
を
持
つ
は
ず
は
な
い
。 

さ
ら
に
、
別
の
問
題
が
あ
る
。
聞
き
手
、
ま

た
書
き
手
は
唐
で
あ
る
。
唐
が
和
語
、
言
い

か
え
る
と
訓
読
み
の
「
ヤ
マ
ト
」
と
「
チ
ク

シ
」
の
区
別
を
意
識
す
る
は
ず
も
な
い
。
倭

は
唐
の
漢
語
読
み
で
「
ワwə

」
で
あ
ろ
う
。

唐
が
も
し
「
ヤ
マ
ト
」
や
「
チ
ク
シ
」
と
聞

き
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
な
ら
、『
隋
書
』
に

も
載
る
例
え
ば
、「
耶
摩
臺
」、「
竹
斯
」
な

ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
書
く
は
ず
だ
。
つ

ま
り
、
日
本
（
国
）
人
の
側
で
あ
れ
唐
の
側

で
あ
れ
古
田
氏
の
挙
げ
る
意
味
と
読
み
の

区
別
を
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

５
節 
４
節
の
矛
盾
は
解
決
し
て
い
な
い 

 

さ
ら
に
氏
の
４
節
の
矛
盾
の
解
決
法
か

ら
は
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
氏
の
解
釈
に

よ
る
『
新
唐
書
』
の
日
本
人
の
発
言
内
容
に

は
意
味
が
な
い
。『
新
唐
書
』
の
「
日
本
を

倭
が
并
せ
る
」
を
氏
の
述
べ
た
通
り
に
訳

し
て
読
む
と
、「
倭
（
ヤ
マ
ト
）
が
日
本
（
ヤ

マ
ト
）
を
并
せ
る
（
ヤ
マ
ト
が
ヤ
マ
ト
を
并

せ
る
）」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
同
語
反
復
で

あ
る
。
こ
の
無
意
味
さ
に
つ
い
て
氏
は
考

慮
し
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
４
節
の
矛
盾

は
や
は
り
解
決
し
て
い
な
い
。 

 

６
節 

４
節
の
矛
盾
は
唐
の
側
の
責
任
か 

 

谷
本
茂
氏
も
『
古
代
に
真
実
を
求
め
て
』

二
十
七
集
で
、
こ
の
４
節
の
矛
盾
を
解
決

し
よ
う
と
別
の
形
で
挑
戦
し
た
が
、
成
功

し
た
と
は
言
え
な
い
（
注
）
。
古
田
氏
、
谷
本

氏
を
含
む
多
く
の
論
者
は
、
両
唐
書
の
〈
日

本
（
国
）
伝
〉
に
４
節
の
矛
盾
が
あ
る
こ
と

を
「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」、
つ
ま
り
否
定

的
な
問
題
だ
と
考
え
る
こ
と
に
起
因
す
る

難
問
に
直
面
し
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
研
究
者
は
こ
の
４
節
の
矛
盾
を
唐
の

側
に
そ
の
責
任
が
あ
る
と
捉
え
、
ま
た
他

の
研
究
者
は
唐
書
類
の
読
み
方
の
問
題
に

帰
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
。 

両
唐
書
間
に
見
え
る
矛
盾
は
、
日
本
（
国
）

人
の
発
言
を
唐
が
率
直
に
記
述
し
た
、
そ

の
中
に
矛
盾
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い

か
え
る
と
、
様
々
な
日
本
（
国
）
人
の
発
言

間
に
あ
っ
た
矛
盾
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
亦
曰
」、「
中
国
疑
う
」
な
ど
が
記
述

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
適
切
に
評
価
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
何
が
語
ら
れ
、

何
が
疑
わ
れ
た
の
か
」
が
問
わ
れ
て
い
る
。 

（
注
）
詳
細
は
拙
論
：「
唐
書
類
の
読
み
方 

 

谷
本
茂
氏

の
幾
つ
か
の
問
題
提
起
に
つ
い
て 

谷
本
茂
氏
と
の
対
話

の
た
め
に
」
で
論
じ
る
。 

 
７
節 

『
新
唐
書
』
に
〈
倭(

国)

伝
〉
が
無

い
理
由 

 
 

 

古
田
氏
は
言
う
。『
新
唐
書
』
に
「
倭
（
国
）

伝
」
が
存
在
し
な
い
の
は
倭
国
が
『
新
唐
書
』

の
記
載
さ
れ
た
北
宋
の
時
代
に
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
あ
る
い

は
こ
う
も
言
う
。『
旧
唐
書
』
は
「
歴
史
性

（
唐
の
時
代
の
前
半
）」
を
重
ん
じ
た
の
に

対
し
て
、『
新
唐
書
』
は
「
現
代
性
（
唐
の

時
代
の
後
半
以
降
）」
を
重
視
し
た
こ
と
に

よ
る
、
と
（
注
）。 

（
注
）『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
第
四
篇 

五 

１
４
６
～

１
４
９
頁
（
１
１
９
～
１
２
４
頁
） 

 

確
か
に
『
新
唐
書
』
が
書
か
れ
た
北
宋
の

時
代
に
は
す
で
に
倭
国
は
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
氏
の
指
摘
は
正
し
か
っ

た
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
氏
の
指
摘
が
正
し

い
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、『
新
唐
書
』〈
東
夷

伝
〉
に
〈
高
麗
伝
〉
や
〈
百
済
伝
〉
が
あ
る

の
は
何
故
か
。
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
。
高

麗
や
百
済
は
、
倭
国
と
同
じ
よ
う
な
時
代

に
滅
び
て
い
た
。
し
か
も
高
麗
の
後
継
国

で
あ
る
渤
海
も
す
で
に
〈
渤
海
伝
〉
に
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
高

麗
伝
〉
は
あ
る
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
『
新
唐
書
』

に
〈
倭
国
伝
〉
が
存
在
し
な
い
の
か
に
つ
い

の
氏
の
説
明
に
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。 な

ぜ
、〈
倭(

国)

伝
〉
は
な
い
の
か
。
こ

こ
に
は
別
の
要
因
が
あ
り
そ
う
だ
。
つ
ま

り
、
日
本
国
は
強
固
に
主
張
し
続
け
た
。

「
中
国
の
史
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
倭
国

は
我
々
だ
、
そ
れ
が
今
の
日
本
国
だ
。〈
日

本
伝
〉
が
あ
れ
ば
〈
倭
国
伝
〉
は
不
要
だ
。

「
倭
国
と
日
本
を
併
記
す
る
よ
う
な
不
体

裁
な
こ
と
」
は
し
な
い
で
ほ
し
い
、
と
。
そ

れ
が
『
新
唐
書
』
に
〈
倭(

国)

伝
〉
が
記
載
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さ
れ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
私
の
推

理
推
測
で
あ
る
。 

 

８
節 

〈
日
本
伝
〉
が
『
日
本
書
紀
』
の
立

場
で
書
か
れ
て
い
る
理
由 

 

古
田
氏
は
〈
日
本
伝
〉
が
古
事
記
、
日
本

書
紀
の
記
し
た
「
近
畿
天
皇
家
中
心
史
観

に
た
つ
歴
史
を
反
映
し
て
い
る
」、
と
指
摘

す
る
（
注
１
）
。
こ
の
点
が
古
田
氏
の
こ
の
論

考
に
お
け
る
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
素
晴

ら
し
い
指
摘
で
あ
る
。『
新
唐
書
』
は
「
日

本
国
の
正
史
の
立
場
を
容
認
し
た
」
た
め
、

偽
証
の
責
め
を
、
国
土
の
広
さ
問
題
に
局

限
し
た
と
も
言
う
（
注
２
）。 

（
注
１
）『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
第
四
篇
八 

１
５
９
（
１

３
４
頁
）。 

（
注
２
）『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
第
四
篇
九 

１
６
１
（
１

３
５
頁
） 

 

他
の
多
く
の
論
者
と
は
違
っ
て
、「
情
を

も
っ
て
せ
ず
、
ゆ
え
に
こ
れ
を
疑
う
、
ま
た

妄
り
に
誇
る
」、
こ
の
点
を
氏
は
、
あ
る
程

度
は
、
重
視
し
て
い
る
。
唐
は
疑
わ
し
い
日

本
国
の
主
張
や
立
場
を
無
碍
に
否
定
す
る

こ
と
な
く
、
し
か
し
「
疑
い
」
に
つ
い
て
は

決
し
て
撤
回
し
な
か
っ
た
。
古
田
氏
に
よ

る
唐
の
苦
悩
を
見
事
に
と
ら
え
た
表
現
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
氏

は
も
ち
ろ
ん
唐
が
『
日
本
書
紀
』
に
表
現
さ

れ
た
日
本
国
の
立
場
が
歴
史
の
真
理
を
語

っ
て
い
る
と
認
識
し
た
わ
け
で
は
決
し
て

な
い
。
終
結
は
唐
と
日
本
国
と
の
一
種
の

政
治
的
決
着
、
政
治
的
妥
協
に
終
わ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
古
田
氏
は
最
初

か
ら
唐
が
日
本
（
国
）
人
の
発
言
に
疑
い
を

持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
唐
書
類
を
考
察
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
１
節
の
『
旧
唐
書
』〈
日
本
国
伝
〉

の
「
或
曰
倭
国
自
悪
其
名
改
為
日
本
」
に
戻

る
。 『

旧
唐
書
』〈
日
本
国
伝
〉
の
「
倭
国
が

自
ら
日
本
国
に
名
を
変
え
た
」
な
ど
も
「
亦

曰
」
を
見
逃
さ
な
い
で
、
日
本
国
人
に
よ
る

発
言
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
日
本
国
人

の
発
言
が
こ
と
ご
と
く
疑
わ
れ
て
い
た
も

の
と
い
う
視
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏

は
こ
の
一
文
を
歴
史
の
真
理
で
あ
る
と
受

け
止
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
氏
は
解

釈
の
視
点
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

９
節 

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て 

 

 

『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
第
四
篇
〈
新
唐

書
日
本
伝
の
資
料
批
判
〉
は
次
の
言
葉
で

始
ま
っ
て
い
る
。「
日
本
古
代
史
学
に
は
、

二
つ
の
道
が
存
在
す
る
。
一
は
古
事
記
・
日

本
書
紀
の
描
く
古
代
日
本
像
を
基
盤
に
し
、

外
国
の
史
書
に
対
し
て
批
判
的
に
取
捨
す

る
方
法
論
に
立
つ
。
一
は
、
外
国
史
書
の
記

述
す
る
と
こ
ろ
を
基
本
に
し
、
古
事
記
・
日

本
書
紀
に
対
し
て
批
判
的
に
検
討
す
る
。

こ
の
方
法
論
で
あ
る
。」
そ
し
て
、
前
者
の

立
場
を
「
主
観
主
義
」、
後
者
の
立
場
を
「
客

観
主
義
」
と
呼
び
、
氏
は
「
後
者
、
客
観
主

義
の
立
場
に
立
つ
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
）
。 

（
注
）
以
上
、
同
書
１
１
７
～
１
１
８
頁
（
９
７
頁
） 

 

日
本
の
外
交
史
に
関
す
る
限
り
に
お
い

て
、
私
の
立
場
は
こ
の
氏
の
立
場
を
受
け

継
い
で
い
る
。
私
は
、
中
国
の
史
書
が
常
に

客
観
的
で
正
確
で
あ
る
と
断
言
す
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
よ
り
客
観
的
と
思
わ
れ
る

中
国
の
史
書
に
依
拠
し
て
議
論
し
た
い
。

古
田
氏
も
客
観
的
と
自
ら
述
べ
た
外
国
の

史
書
、『
新
唐
書
』
に
も
っ
と
強
く
寄
り
添

っ
て
解
釈
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た

の
か
、
と
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。 

天
皇
名
に
見
ら
れ
る
誤
字
・
誤
植
の
指

摘
、
文
字
改
定
と
思
わ
れ
る
「
目
」
の
無
視
、

ま
た
中
国
人
に
は
区
別
の
し
よ
う
も
な
い

「
倭
」
の
訓
読
み
（「
チ
ク
シ
」
と
「
ヤ
マ

ト
」）
を
持
ち
出
す
。
そ
れ
ら
を
論
じ
、
展

開
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

『
旧
唐
書
』〈
日
本
国
伝
〉、『
新
唐
書
』

〈
日
本
伝
〉
は
基
本
的
に
は
、
日
本
（
国
）

人
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
あ
り
、

日
本
（
国
）
人
が
「
曰
っ
た
こ
と
、
言
っ
た

こ
と
、
云
っ
た
こ
と
」
が
唐
に
よ
っ
て
「
疑

わ
れ
て
い
る
、
実
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い

る
、
妄
り
に
誇
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
て

い
る
」、
こ
れ
が
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。 

『
和
田
家
文
書
』
を
み
ち
づ
れ
に 

東
日
流
の
旅
へ
の
お
誘
い
‼ 

期
日 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日
（
水
） 

～
二
十
九
日
（
金
）
２
泊
３
日 

費
用
（
概
算
）
６
７
，
５
０
０
円
＋
（
航
空

券
代
２
３
，
０
０
０
～
３
４
，
５
０
０
円
） 

◆
一
日
目 

羽
田
空
港
七
時
二
十
分
集
合 

羽
田
空
港
七
時
四
十
分
出
発
～
青
森
空
港 

バ
ス
利
用
・
古
代
の
聖
地
「
山
風
森
の
男
神
、 

女
神
」・
砂
沢
遺
跡
・
石
神
遺
跡
・
天
皇
山
・ 

高
倉
神
社
・
深
浦
：
不
老
不
死
温
泉
（
宿
泊
） 

◆
二
日
目 

日
和
山
（
ひ
よ
り
や
ま
）
と
夕
日
海
岸
か
ら 

阿
部
比
羅
夫
水
軍
と
の
「
大
海
戦
」
の
古
戦

場
を
望
む
・
見
入
山
観
音
堂
（
安
倍
一
族
の

財
宝
が
埋
め
ら
れ
た
地
）・
石
神
神
社
と
語

利
集
落
（
語
部
帯
川
一
族
の
郷
）・
亀
ケ
岡
・

中
の
島
「
歴
史
民
俗
資
料
館
」・
う
ま
の
浜

「
比
羅
夫
と
北
ワ
ケ
グ
ラ
王
が
和
解
の
宴

会
を
開
催
し
た
浜
」・
神
明
社
（
御
世
堂
塚
）

の
安
倍
神
社
・
昆
布
掛
邑
（
語
部
宮
川
家
の

郷
）・
豊
富
町
（
語
部
鈴
木
家
の
郷
）・
高
森

（
大
型
安
東
船
の
造
船
所
）・
藤
枝
（
語
部

金
田
一
家
の
郷
）・
中
派
立
（
語
部
大
丸
屋

の
郷
）・
稲
垣
：
稲
垣
温
泉
ホ
テ
ル 

◆
三
日
目 

聖
地
石
塔
山
「
津
保
化
（
ツ
ボ
ケ
）
族
、
荒

覇
吐
（
ア
ラ
ハ
バ
キ
）
族
、
修
験
宗
、
歴
代

日
本
将
軍
の
墓
地
」
と
し
て
二
重
．
三
重
ど

こ
ろ
か
四
重
に
重
な
る
聖
地
訪
問
・
立
佞

武
多
の
館
・
板
柳
町
（
邪
馬
壹
国
の
「
ヒ
ミ

カ
」
関
係
遺
跡
・
青
森
空
港
十
八
時
発
予
定 
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古
代
史
エ
ッ
セ
ー
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倭
国
と
日
本
国
の
関
係 

 
 
 
 
 
 
 
 

日
野
市 

 

橘
髙 

修 
 

【
旧
唐
書
と
新
唐
書
の
記
述
】 

旧
唐
書
と
新
唐
書
に
は
倭
国
か
ら
日
本

国
へ
の
過
渡
期
に
派
遣
さ
れ
た
遣
唐
使
の

発
言
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
使
者
の
発
言

と
し
て
、
日
本
国
と
言
う
名
前
の
由
来
、
日

本
国
と
倭
国
の
大
小
・
併
合
関
係
、
日
本
国

の
支
配
領
域
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

旧
唐
書
も
新
唐
書
も
漢
文
で
書
か
れ
て

い
る
の
で
、
ま
ず
漢
文
の
翻
訳
が
正
確
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
難
し
い

構
文
で
は
な
い
が
、
記
さ
れ
て
い
る
内
容

が
少
し
入
り
組
ん
で
い
る
た
め
に
糸
が
も

つ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
文
章
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
従
来
の
研
究
者
た
ち
に

よ
る
様
々
な
解
釈
に
よ
っ
て
混
乱
に
拍
車

を
加
え
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
こ
で
は
遣
唐
使
の
発
言
が
史
実
を
反

映
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
て
、
も

つ
れ
た
糸
を
ほ
ど
く
た
め
に
で
き
る
だ
け

の
整
理
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 

【
内
容
の
区
分
】 

両
書
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
以
下
の

五
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
Ⅰ
）
倭
国
と
日
本
国
は
別
の
国 

（
Ⅱ
）
倭
国
が
日
本
国
に
名
前
を
変
え
た 

（
Ⅲ
）
倭
国
の
分
流
が
日
本
国
を
建
国 

（
Ⅳ
）
旧
小
国
の
日
本
国
が
倭
国
を
併
合 

（
Ⅴ
）
倭
国
が
小
国
の
日
本
国
を
併
合 

【
旧
唐
書
日
本
国
伝
】
読
み
下
し
文
は
岩
波
版 

「
日
本
国
者
倭
国
之
別
種
也
。（
日
本
国
は

倭
国
の
別
種
な
り
。）」（
Ⅰ
）・（
Ⅲ
） 

「
以
其
国
在
日
辺
、
故
以
日
本
為
名
。（
そ

の
国
日
辺
に
あ
る
を
以
て
、
故
に
日
本
を

以
て
名
と
な
す
。）」（
Ⅱ
） 

以
上
が
遣
唐
使
の
発
言
を
聞
い
て
旧
唐

書
の
編
者
が
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

「
或
曰
、
倭
国
自
悪
其
名
不
雅
、
改
為
日
本
。

（
あ
る
い
は
い
う
、
倭
国
自
ら
そ
の
名
の

雅
な
ら
ざ
る
を
悪
み
、
改
め
て
日
本
と
な

す
と
。）」（
Ⅱ
） 

「
或
云
、
日
本
舊
小
国
、
併
倭
国
之
地
。（
あ

る
い
は
い
う
、
日
本
は
旧
小
国
、
倭
国
の
地

を
併
せ
た
り
と
。）」（
Ⅰ
）・（
Ⅳ
） 

こ
こ
は
日
本
国
か
ら
の
使
者
の
発
言
を

紹
介
し
て
い
る
部
分
。 

旧
唐
書
に
は
（
Ⅴ
）
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

【
新
唐
書
日
本
伝
】
現
代
語
は
拙
訳 

「
咸
亨
元
年
遣
使
賀
平
高
麗
後
稍
習
夏

音
惡
倭
名
更
號
（
咸
亨
元
年
（
６
７
０
）、

遣
使
し
て
高
麗
を
平
定
し
た
こ
と
を
祝
賀

し
た
。
後
に
稍
夏
音
を
習
い
倭
の
名
を
嫌

い
日
本
と
号
し
た
。）」（
Ⅱ
） 

以
上
が
日
本
か
ら
の
使
者
の
発
言
記
録

に
基
づ
い
て
来
朝
目
的
（
賀
平
高
麗
）
と
国

号
変
更
の
い
き
さ
つ
を
新
唐
書
の
編
者
が

記
し
た
部
分
で
あ
る
。 

「
日
本
使
者
自
言
國
近
日
所
出
以
為
名

（
使
者
が
自
ら
言
う
に
は
国
が
日
が
出
る

所
に
近
い
の
で
名
前
と
し
た
と
。）」（
Ⅱ
） 

「
或
云
日
本
乃
小
國
為
倭
所
并
故
冒
其

號
（
或
る
人
は
日
本
は
小
国
で
倭
が
併
合

し
た
た
め
倭
が
そ
の
名
前
を
名
乗
っ
た
。）」

（
Ⅰ
）・（
Ⅱ
）・（
Ⅴ
） 

新
唐
書
に
は
（
Ⅳ
）
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

【『
続
日
本
紀
』
の
証
言
】
現
代
語
は
拙
訳 

『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
慶
雲
元
年
七

月
一
日
条
に
遣
唐
使
粟
田
朝
臣
真
人
が
帰

朝
し
た
後
に
語
っ
た
、
楚
州
塩
城
県
（
現
在

の
江
蘇
省
塩
城
市
）
に
上
陸
し
た
時
に
出

会
っ
た
唐
人
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

唐
人
か
ら
「
何
処
使
人
（
何
処
の
国
か
ら

の
使
人
で
す
か
？
）」
と
問
わ
れ
、「
日
本
国

使
（
日
本
国
か
ら
来
た
使
い
で
す
。）」
と
返

答
し
て
い
る
。
粟
田
は
唐
が
周
と
改
称
し

た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
天
授
元
年
（
６

９
０
）
に
則
天
武
后
の
登
位
と
国
名
の
改

称
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
粟
田
が
派
遣

さ
れ
る
ま
で
の
中
国
と
の
交
流
は
極
め
て

限
定
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。
唐
人
は
日
本
国

の
こ
と
は
知
ら
ず
、
海
東
に
は
「
大
倭
国
」

と
い
う
豊
か
で
礼
儀
正
し
い
君
子
国
が
あ

る
と
聞
い
て
い
る
と
し
た
上
で
、
粟
田
ら

一
行
の
人
と
な
り
を
見
て
大
倭
国
の
後
継

国
の
使
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
納
得
し

て
い
る
。
粟
田
は
帰
朝
後
、「
倭
国
が
豊
か

で
礼
儀
正
し
い
君
子
国
」
と
い
う
言
葉
を

そ
の
ま
ま
報
告
し
て
い
る
の
で
、
日
本
国

が
倭
国
の
後
継
王
朝
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。『
続
日
本
紀
』
の
編
者
も
粟
田
の
認

識
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
記

事
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
考
察
】 

古
田
武
彦
氏
は
「
新
唐
書
の
史
料
批
判
」

（『
九
州
王
朝
の
歴
史
学
』
所
収
、
駸
々
堂

版
ｐ
１
４
６
）
の
中
で
、
旧
唐
書
は
「
歴
史

性
」
を
重
ん
じ
、
新
唐
書
は
「
現
代
性
」
を

重
ん
じ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。 

旧
唐
書
の
記
述
を
概
略
す
る
と
、
倭
国

の
別
種
で
旧
小
国
の
日
本
国
が
倭
国
を
併

合
し
た
時
に
、「
倭
」
の
意
味
が
雅
で
な
く

倭
国
よ
り
も
日
辺
に
近
い
の
で
日
本
と
名

乗
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
新
唐
書
の

記
述
は
、
倭
国
が
小
国
の
日
本
を
併
合
し

た
時
に
漢
語
で
は
「
倭
」
が
よ
い
意
味
で
な

い
こ
と
を
知
り
、
日
が
出
る
と
こ
ろ
に
近

い
日
本
を
併
合
し
た
の
で
日
本
を
名
乗
る

こ
と
に
し
た
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

歴
史
性
を
重
ん
じ
る
旧
唐
書
は
、
漢
籍

に
も
登
場
す
る
歴
史
的
な
意
味
で
の
倭
国

が
元
々
は
小
国
で
あ
っ
た
日
本
国
に
併
合

さ
れ
た
こ
と
を
俯
瞰
的
に
述
べ
、
現
代
性

を
重
視
す
る
新
唐
書
で
は
、
倭
国
は
日
本

国
を
併
合
し
た
後
、「
倭
」
が
良
い
意
味
で

な
い
こ
と
を
学
び
、（
新
唐
書
編
纂
時
の
）

日
本
国
を
名
乗
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。 

前
項
で
は
『
続
日
本
紀
』
が
、「
大
倭
国
」

と
い
う
豊
か
で
礼
儀
正
し
い
君
子
国
、
と

記
述
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
大
和
朝

廷
と
な
っ
た
日
本
国
は
、
倭
国
に
対
し
て

唐
人
が
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
敬
意
を
抱

い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
倭
国
の
存
在
を

全
く
無
視
し
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
と
は
別

の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。 
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和
田
家
文
書 

｢
金
光
上
人
史
料｣

の
真
実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
市 

古
賀
達
也 

 

一
、
和
田
家
文
書
群
の
分
類 

  
｢

東
日
流
外
三
郡
誌｣
を
中
心
と
す
る
和

田
家
文
書
研
究
の
た
め
、
史
料
性
格
別
に

分
類
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
史
料
批
判
が
必

要
で
あ
る(

注
①)

。 

 

【
和
田
家
文
書
群
の
分
類
】 

(

α
群)

和
田
末
吉
書
写
を
中
心
と
す
る
明

治
写
本
群
。｢

東
日
流
外
三
郡
誌｣

が
相
当

す
る
。
紙
は
明
治
の
末
頃
に
流
行
し
た
機

械
梳
き
和
紙
が
主
流(

注
②)

。 

(

β
群)

主
に
末
吉
の
長
男
、
長
作
に
よ
る

大
正･

昭
和(

戦
前)

写
本
群
。
明
治･

大
正

期
に
使
用
さ
れ
た
大
福
帳
の
裏
紙
再
利
用

が
多
い
。 

(

γ
群)

戦
後
作
成
の
模
写
本
。
書
写
者
は

複
数
。
紙
は
戦
後
の
も
の
。
厚
め
の
紙
が
多

く
使
用
さ
れ
て
お
り
、
薄
墨
な
ど
で
古
色

処
理
が
施
さ
れ
た
も
の
や
故
意
に
破
っ
た

も
の
が
あ
る
。
和
田
喜
八
郎
氏
に
よ
れ
ば
、

コ
ー
ヒ
ー
等
で
着
色
を
試
み
た
と
の
こ
と
。

展
示
会
用
と
し
て
外
部
に
流
出
し
た
も
の

に
見
ら
れ
る
。
新
し
い
和
紙
に
書
か
れ
た

も
の
も
若
干
あ
る
。 

  

こ
れ
ら
の
な
か
で
書
写
年
代
が
比
較
的

古
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
α
群
に
属
す
る

｢

東
日
流
外
三
郡
誌｣

は
も
っ
と
も
信
頼
性

が
高
い
史
料
と
判
断
で
き
る
が
、
明
治
写

本
約
二
百
冊
が
行
方
不
明
と
な
っ
て
お
り

筆
跡
研
究
が
滞
っ
て
い
る
。
他
方
、｢

東
日

流
外
三
郡
誌｣

よ
り
も
早
い
時
期(

昭
和
二

四
年
以
降
。
注
③)

に
世
に
出
た
和
田
家
文

書
で
、
分
類
困
難
な
史
料
群
が
あ
る
。
金
光

上
人
史
料
だ
。 

 

二
、｢

金
光
上
人
史
料｣

発
見
の
経
緯 

  

和
田
家
文
書
に
は
金
光
上
人(

注
④)

に

関
す
る
史
料
群
が
あ
り
、
そ
の
一
部
は
昭

和
二
四
年
に
は
五
所
川
原
市
飯
詰
の
和
田

家
の
近
く
に
あ
る
大
泉
寺
の
住
職
、
開
米

智
鎧
氏
に
わ
た
っ
て
い
る(

注
⑤)

。｢

東
日

流
外
三
郡
誌｣(
昭
和
五
〇
年
『
市
浦
村
史

資
料
編
』
と
し
て
刊
行
開
始)

よ
り
も
早
く

世
に
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
二
年

夏
に
和
田
家
天
井
裏
に
吊
る
し
て
い
た
木

箱
が
落
下
し
、
中
に
入
っ
て
い
た
古
文
書

に
金
光
上
人
史
料
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
飯
詰
村
史
』(

注
⑥)

に
は
、
山
中
の
洞
窟

か
ら
発
見
さ
れ
た
役
小
角
史
料
が
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
和
田
家
文
書
中
に

金
光
上
人
史
料
が
発
見
さ
れ
、
開
米
智
鎧

氏
と
佐
藤
堅
瑞
氏(

青
森
県
西
津
軽
郡
柏

村･

淨
円
寺
住
職)

が
調
査
し
た
。
開
米
智

鎧
『
金
光
上
人
』(

昭
和
三
九
年
刊)

に
は
、

当
時
の
経
緯
が
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
。 

 

 
｢

昭
和
二
十
四
年｢

役
行
者
と
其
宗
教｣

の
テ
ー
マ
で
、
新
発
見
の
古
文
書
整
理
中
、

偶
然
燭
光
を
仰
ぎ
得
ま
し
た
。 

 

行
者
の
宗
教
、
即
修
験
宗
の
一
分
派
な

る
、
修
験
念
仏
宗
と
、
浄
土
念
仏
宗
と
の
交

渉
中
、
描
き
出
さ
れ
た
金
光
の
二
字
、
初
め

は
半
信
半
疑
で
蒐
集
中
、
首
尾
一
貫
す
る

も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
遂
に
真
剣
に
没

頭
す
る
に
至
り
ま
し
た
。 

 

此
の
資
料
は
、
末
徒
が
見
聞
に
任
せ
て
、

記
録
し
ま
し
た
も
の
で
、
筆
舌
と
も
に
縁

の
な
い
野
僧
が
、
十
年
の
歳
月
を
閲
し
て
、

拾
ひ
集
め
ま
し
た
断
片
を｢

金
光
上
人｣

と

題
し
て
、
二
三
の
先
賢
に
諮
り
ま
し
た
が
、

何
れ
も
黙
殺
の
二
字
に
終
り
ま
し
た
。(

中

略) 

 

特
に
其
の
宗
義
宗
旨
に
至
っ
て
は
、
法

華
一
乗
の
妙
典
と
、
浄
土
三
部
経
の
二
大

思
潮
を
統
摂
し
て
、
而
も
祖
匠
法
然
に
帰

一
す
る
と
こ
ろ
、
全
く
独
創
の
見
が
あ
り

ま
す
。
加
之
宗
史
未
見
の
項
目
も
見
え
ま

す
。 

 

文
体
不
整
、
唯
鋏
と
糊
で
、
綴
り
合
せ
た

襤
褸
一
片
、
訳
文
も
あ
れ
ば
原
文
も
あ
り

ま
す
。
原
文
に
は
、
幾
分
難
解
と
思
は
れ
る

点
も
往
々
あ
り
ま
す
が
、
原
意
を
失
害
せ

ん
を
恐
れ
て
、
其
の
侭
を
掲
載
し
ま
し
た
。

要
は
新
資
料
の
提
供
に
あ
り
ま
す
。｣ 

  

『
金
光
上
人
』
に
先
だ
っ
て
、
佐
藤
氏
が

『
金
光
上
人
の
研
究
』(
注
⑦)

を
発
刊
し

た
。
氏
は
次
の
よ
う
に
当
時
を
回
顧
し
て

い
る
。『
古
田
史
学
会
報
』
七
号(

一
九
九
五

年)

よ
り
、
要
約
転
載
す
る
。 

 

〝｢

金
光
上
人
史
料｣

発
見
の
い
き
さ
つ 

 

平
成
七
年(

一
九
九
五)

五
月
五
日
、
わ

た
し
は
青
森
県
柏
村
の
淨
円
寺
を
訪
れ
た
。

和
田
家
文
書
が
公
開
さ
れ
た
昭
和
二
〇
年

代
の
こ
と
を
知
る
人
は
今
で
は
殆
ど
い
な

く
な
っ
た
が
、
開
米
智
鎧
氏(

飯
詰･

大
泉

寺
住
職)

と
と
も
に
金
光
上
人
史
料
を
調

査
発
表
さ
れ
た
淨
円
寺
住
職
、
佐
藤
堅
瑞

氏(

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
、
八
十
才)

に
当
時

の
こ
と
を
証
言
し
て
い
た
だ
く
た
め
だ
。 

 

佐
藤
氏
は
昭
和
十
二
年
よ
り
金
光
上
人

の
研
究
を
進
め
、
昭
和
三
五
年
に
は
和
田

家
史
料
な
ど
に
基
づ
き
『
金
光
上
人
の
研

究
』
を
発
刊
し
た
。
ま
た
、
青
森
県
仏
教

会
々
長
の
要
職
も
兼
ね
て
お
ら
れ
た
。｢

正

し
い
こ
と
の
為
に
は
命
を
賭
け
て
も
か
ま

わ
な
い
の
で
す
よ
。
金
光
上
人
も
そ
う
さ

れ
た
の
だ
か
ら｣

と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応

じ
て
い
た
だ
い
た
。 

 

〔
古
賀
〕
和
田
家
文
書
と
の
出
会
い
や
当

時
の
こ
と
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。 

〔
佐
藤
〕
昭
和
二
四
年
に
洞
窟
か
ら
竹
筒

(

経
管)

と
か
仏
像
が
出
て
、
す
ぐ
に
五
所

川
原
で
公
開
し
た
の
で
す
が
、
借
り
て
行

っ
て
そ
の
ま
ま
返
さ
な
い
人
も
い
ま
し
た

し
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
遺
物
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
和
田
さ
ん
は
貴
重
な
資

料
が
散
逸
す
る
の
を
恐
れ
て
、
た
だ
、
い
た
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ず
ら
に
見
せ
る
こ
と
を
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、
来
た
人
に｢

は
い
、
ど
う
ぞ｣

と

言
っ
て
見
せ
た
り
、
洞
窟
に
案
内
し
た
り

す
る
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
仕
方
が
な
い
こ
と
で
す
。
当
時
の

こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
和
田
さ
ん
の
気

持
ち
は
よ
く
判
り
ま
す
。 

〔
古
賀
〕
和
田
家
文
書
に
あ
る｢

末
法
念
仏

独
明
抄｣

に
は
法
華
経
方
便
品
な
ど
が
巧

み
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
法
華
経
の
意
味

が
理
解
で
き
て
い
な
い
と
、
素
人
で
は
で

き
な
い
引
用
方
法
で
す
ね
。 

〔
佐
藤
〕
そ
う
そ
う
。
だ
い
た
い
、
和
田
さ

ん
が
い
く
ら
頭
が
い
い
か
知
ら
な
い
が
、

金
光
上
人
が
書
い
た｢

末
法
念
仏
独
明
抄｣

な
ん
か
名
前
は
判
っ
て
い
た
が
、
内
容
や

巻
数
は
誰
も
判
ら
な
か
っ
た
。
私
は
金
光

上
人
の
研
究
を
昭
和
十
二
年
か
ら
や
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
五
十
年
以
上
に
な

り
ま
す
が
、
日
本
全
国
探
し
回
っ
た
け
ど

判
ら
な
か
っ
た
。｢

末
法
念
仏
独
明
抄｣

一

つ
と
っ
て
み
て
も
、
和
田
さ
ん
に
書
け
る

も
の
で
は
な
い
で
す
よ
。 

〔
古
賀
〕
内
容
も
素
晴
ら
し
い
で
す
か
ら

ね
。 

〔
佐
藤
〕
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
。
私
が
一
番

最
初
に
和
田
さ
ん
の
金
光
上
人
関
係
資
料

を
見
た
の
は
昭
和
三
一
年
の
こ
と
で
し
た

が
、
だ
い
た
い
和
田
さ
ん
そ
の
も
の
が
、
当

時
、
金
光
上
人
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

で
す
よ
。 

〔
古
賀
〕
御
著
書
の
『
金
光
上
人
の
研
究
』

で
和
田
家
史
料
を
紹
介
さ
れ
た
の
も
そ
の

頃
で
す
ね(

脱
稿
は
昭
和
三
二
年
頃
、
発
行

は
昭
和
三
五
年)

。 

〔
佐
藤
〕
そ
う
そ
う
。
初
め
は
和
田
さ
ん
は

何
も
判
ら
な
か
っ
た
。
飯
詰
の
大
泉
寺
さ

ん(

開
米
智
鎧
氏)

が
和
田
家
史
料
の
役
小

角(

え
ん
の
お
づ
ぬ)

の
調
査
中
に｢

金
光｣

を
見
て
、
は
っ
と
驚
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ

ま
で
は
和
田
さ
ん
も
知
ら
な
か
っ
た
。
普

通
の
浄
土
宗
の
僧
侶
も
知
ら
な
か
っ
た
時

代
で
す
か
ら
。
私
ら
も
随
分
調
べ
ま
し
た

よ
。
お
墓
は
あ
る
の
に
事
績
が
全
く
判
ら

な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
で
し
た
か
ら
、
和

田
さ
ん
は
金
光
上
人
が
法
然
上
人
の
直
弟

子
だ
っ
た
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
し
、
ま

し
て
や｢
末
法
念
仏
独
明
抄｣

の
こ
と
な
ん

か
知
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
学
者
で
も

書
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の

が
七
巻
出
て
き
た
ん
で
す
。 

〔
古
賀
〕
思
想
的
に
も
素
晴
ら
し
い
内
容

で
す
ね
。 

〔
佐
藤
〕
こ
う
し
た
史
料
は
金
光
上
人
の

出
身
地
の
九
州
に
も
な
い
で
す
よ
。 

〔
古
賀
〕
最
近
気
付
い
た
こ
と
で
す
が
、
和

田
家
の
金
光
上
人
史
料
に
親
鸞
が
出
て
来

る
ん
で
す
。｢

綽
空(

し
ゃ
っ
く
う)｣

と
い

う
若
い
頃
の
名
前
で
。 

〔
佐
藤
〕
そ
う
そ
う
。 

〔
古
賀
〕
親
鸞
は
有
名
で
す
が
、
普
通
の
人

は
綽
空
と
い
う
名
前
は
知
ら
な
い
で
す
よ

ね
。
と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
一
年
頃
に
初
め
て

和
田
家
史
料
を
見
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

開
米
智
鎧
さ
ん
は
も
っ
と
早
い
で
す
ね
。 

〔
佐
藤
〕
は
い
。
あ
の
方
が
一
番
早
い
ん
で

す
。 

〔
古
賀
〕
和
田
さ
ん
の
話
し
で
は
、
昭
和
二

二
年
夏
に
天
井
裏
か
ら
文
書
が
落
ち
て
き

て
、
そ
の
翌
日
に
福
士
貞
蔵
さ
ん
ら
に
見

せ
た
ら
、
貴
重
な
文
書
な
の
で
大
事
に
し

て
お
く
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
近
所
の
開
米
智
鎧
さ
ん
に
も
見

せ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
開
米
さ
ん
は

最
初
は
役
小
角
の
史
料
を
調
査
し
て
、『
飯

詰
村
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。 

〔
佐
藤
〕
そ
う
そ
う
。
そ
れ
を
や
っ
て
い
た

時
に
偶
然
に
史
料
中
に
金
光
上
人
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
つ
か
っ
た
ん
で

す
。｢

六
尺
三
寸
四
十
貫
、
人
の
三
倍
力
持

ち
、
人
の
三
倍
賢
く
て
、
阿
呆
じ
ゃ
な
か
ろ

う
か
も
の
も
ら
い
、
朝
か
ら
夜
ま
で
阿
弥

陀
仏｣

と
い
う｢

阿
呆
歌｣

ま
で
が
あ
っ
た

ん
で
す
。
日
本
中
探
し
て
も
誰
も
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
昭
和
十
二
年

か
ら
金
光
上
人
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
た

私
が
呼
ば
れ
た
の
で
す
。
開
米
さ
ん
と
は

親
戚
で
仏
教
大
学
で
は
先
輩
後
輩
の
仲
で

し
た
か
ら
。｢

佐
藤
来
い
。
こ
う
い
う
の
が

出
て
来
た
ぞ｣

と
い
う
こ
と
で
行
っ
た
ら
、

と
に
か
く
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。
洞
窟

が
発
見
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
二
四
年
七
月

で
し
た
か
ら
、
そ
の
後
の
こ
と
で
す
ね
。 

〔
古
賀
〕
開
米
さ
ん
は
洞
窟
に
入
っ
た
よ

う
で
す
ね
。 

〔
佐
藤
〕
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
洞
窟
の
扉

に
書
い
て
あ
っ
た
文
字
の
こ
と
は
教
え
て

も
ら
い
ま
し
た
。 

〔
古
賀
〕
佐
藤
さ
ん
が
見
た
和
田
家
文
書

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

〔
佐
藤
〕
淨
円
寺
関
係
の
も
の
や
金
光
上

人
関
係
の
も
の
で
す
。 

〔
古
賀
〕
量
は
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。 

〔
佐
藤
〕
あ
の
ね
、
長
持
ち
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
タ
ン
ス
の
よ
う
な
も
の
に
、
こ
の

位
の(

両
手
を
広
げ
な
が
ら)

も
の
に
、
束

に
な
っ
た
も
の
や
巻
い
た
も
の
が
入
っ
て

お
り
ま
し
た
。
和
田
さ
ん
の
話
で
は
、
紙
が

く
っ
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
一
枚

一
枚
離
し
て
か
ら
で
な
い
と
見
せ
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
金
光
上
人
の
も
の
を

探
し
て
く
れ
と
言
っ
て
も
、｢

こ
れ
も
そ
う

だ
べ
、
こ
れ
も
そ
う
だ
べ｣

と
ち
ょ
い
ち
ょ

い
持
っ
て
来
て
く
れ
ま
し
た
。
大
泉
寺
さ

ん
は
私
よ
り
も
っ
と
見
て
い
る
は
ず
で
す
。 

〔
古
賀
〕
和
田
さ
ん
の
話
し
で
は
、
当
時
、

文
書
を
写
さ
せ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
多

く
の
人
が
来
て
、
ガ
ラ
ス
の
上
に
置
い
て
、

下
か
ら
ラ
イ
ト
を
照
ら
し
て
、
模
写
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ら
が

あ
ち
こ
ち
に
出
回
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

〔
佐
藤
〕
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
金
光
上
人
史
料
も
同
じ
様
な

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
か
ら
。 

〔
古
賀
〕
当
時
の
関
係
者
、
福
士
貞
蔵
氏
、

奥
田
順
蔵
氏
や
開
米
智
鎧
さ
ん
等
が
お
亡

く
な
り
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
佐
藤
さ
ん
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の
御
証
言
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。
〟 

 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
数
年
後
、
偶
然
に
も

わ
た
し
は
佐
藤
氏
と
拙
宅
近
く
で
出
会
っ

た
。
聞
け
ば
娘
さ
ん
が
上
京
区
に
住
ん
で

お
ら
れ
、
こ
の
時
期
は
京
都
で
同
居
し
て

い
る
と
の
こ
と
。
拙
宅
の
近
く
だ
っ
た
の

で
、
日
を
改
め
て
古
田
先
生
と
挨
拶
に
う

か
が
っ
た
。
そ
こ
に
は
石
塔
山
神
社
の
収

蔵
庫
で
見
た
ス
フ
イ
ン
ク
ス
の
像
が
あ
っ

た
。 

 

三
、
西
村
俊
一
氏
の
聞
き
取
り
調
査 

  

わ
た
し
た
ち
と
一
緒
に
和
田
家
文
書
を

調
査
し
た
東
京
学
芸
大
学
教
授
の
西
村
俊

一
氏(

注
⑧)

も
佐
藤
氏
に
聞
き
取
り
調
査

を
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
日
本
国
際
教

育
学
会
で
発
表
し
て
い
る
。
報
告
集
の
関

係
部
分
を
転
載
す
る(

注
⑨)

。 

 

〝
日
本
国
際
教
育
学
会 

一
九
九
九
年
一

一
月
七
日 

第
一
〇
回
大
会
報
告 

(

於)

京

都･

同
志
社
大
学 

 
｢

日
本
国
の
原
風
景 

―
｢

東
日
流
外
三

郡
誌｣

に
関
す
る
一
考
察―
｣
 

西
村
俊
一

(

東
京
学
芸
大
学) 

 (

前
略)

浄
円
寺
佐
藤
堅
瑞
住
職(

元
青
森

県
仏
教
会
々
長)

の
証
言 

 

当
方
は
、
一
九
九
九
年(

平
成
一
一
年)

九
月
一
九
日
、
他
の
研
究
者
数
名
と
共
に

浄
円
寺(

西
津
軽
郡
柏
村
大
字
桑
野
木
田)

に
佐
藤
堅
瑞
住
職(

元
青
森
県
仏
教
会
々

長)

を
訪
ね
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
彼
は
、

和
田
喜
八
郎
が
資
料
を
発
見
し
た
当
時
の

相
談
相
手
で
あ
っ
た
由
で
あ
る
が
、
大
変

穏
和
な
人
柄
の
宗
教
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

当
時
、｢

和
田
家
資
料｣

の
中
に
そ
れ
ま
で

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
『
金
光
上
人
関
係

資
料
』
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、

そ
の
譲
渡
を
申
し
入
れ
た
が
、
和
田
喜
八

郎
が
応
諾
し
な
い
た
め
、
そ
の
模
写
版
を

作
成
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
が
、

｢

和
田
家
資
料｣

の
模
写
版
作
成
の
始
ま
り

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 
訪
問
当
日
、
佐
藤
堅
瑞
は
、
和
田
喜
八
郎

が
新
た
に
持
参
し
た
と
い
う
初
見
の｢

金

光
上
人
関
係
資
料｣

三
点
を
示
し
な
が
ら
、

｢

和
田
喜
八
郎
に
、
こ
の
様
な
も
の
は
書
け

ま
せ
ん
よ｣

と
、
そ
の
感
懐
を
漏
ら
し
た
。

そ
の
意
味
は
、
主
に
金
光
上
人
が
し
た
た

め
た
他
力
信
仰
論
の
中
身
に
関
わ
る
も
の

と
解
さ
れ
た
が
、
そ
の
資
料
の
中
の
一
点

は
い
わ
ゆ
る
模
写
版
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

彼
は
、
そ
の
こ
と
に
頓
着
し
て
い
る
様
子

は
全
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、｢

偽
書｣
論
者

の
代
表
と
も
言
う
べ
き
安
本
美
典
に
つ
い

て
、｢

あ
の
人
は
学
者
さ
ん
で
し
ょ
う
？ 

そ
れ
が
ど
う
し
て
あ
ん
な
行
動
に
走
る
の

で
し
ょ
う
ね
え
。
こ
の
世
の
中
は
、
本
当
に

怖
い
で
す
ね
え｣

と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
、

問
わ
ず
語
り
に
語
っ
た
。 

 

当
方
は
、
こ
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
、
自

ら
の
心
証
に
一
つ
の
定
か
な
裏
付
け
を
得

た
様
に
感
じ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
明
記
し

て
お
き
た
い
。(

後
略)

〟 

 

四
、
金
子
寛
哉
氏
に
よ
る
調
査 

  

金
光
上
人
史
料
を
調
査
し
た
研
究
者
に

金
子
寛
哉
氏
が
い
る
。
氏
は
『
金
光
上
人
関

係
伝
承
資
料
集
』(

注
⑩)

の
編
著
者
。
同
書

は
浄
土
宗
宗
務
庁
教
学
局
の
発
行
で
、
浄

土
宗
々
門
の
公
的
な
金
光
上
人
資
料
集
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
。
そ
れ
に
は
、
佐
藤

氏
や
開
米
氏
ら
に
よ
る
金
光
上
人
研
究
の

紹
介
も
あ
り
、
興
味
深
い
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
偽
作
論
者
に
よ
る
浅

薄
で
表
面
的
な
批
判
と
は
異
な
り
、
史
料

の
分
類
や
他
史
料
と
の
関
係
に
も
言
及
が

な
さ
れ
、
学
問
研
究
と
し
て
は
比
較
的
優

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
重
要
部
分
に

つ
い
て
紹
介
す
る
。 

 

金
子
氏
は
和
田
家
文
書
に
基
づ
い
て
活

字
化
さ
れ
た
諸
資
料(

『
蓬
田
村
史
』
第
一

一
章
、
『
金
光
上
人
の
研
究
』
、
『
金
光
上

人
』)

を
紹
介
し
、｢

平
成
に
な
っ
て
か
ら
も

新
規
発
見
を
見
る
な
ど｢

和
田
文
書｣

の
全

容
は
今
な
お
不
明
で
あ
る
が
、『
東
日
流
外

三
郡
誌
』
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
遥
か
以
前
に
、
金
光
上

人
関
係｢
和
田
文
書｣

資
料
は
公
開
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
充
分
留
意
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。｣(

一
〇
七
六
頁)

と
指
摘

す
る
。 

 

な
か
で
も
感
心
し
た
の
が
、
金
子
氏
が

和
田
喜
八
郎
氏
や
佐
藤
堅
瑞
氏
、
開
米
智

鎧
氏
が
住
職
を
し
て
い
た
五
所
川
原
飯
詰

の
大
泉
寺
を
訪
問
し
、
金
光
上
人
関
連
和

田
家
文
書
の
実
見
調
査(

昭
和
六
二
年
五

月
二
八･

二
九
日)

と
写
真
撮
影
を
行
い
、

そ
れ
ぞ
れ
を
分
類
比
較
し
た
こ
と
だ
。
現

存
史
料
の
基
礎
的
調
査
に
基
づ
い
て
史
料

批
判
を
行
う
姿
勢
に
は
共
感
を
覚
え
た
。

金
子
氏
は
史
料
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
、

所
見
を
述
べ
て
い
る
。 

 (

Ａ)

群 

和
田
喜
八
郎
氏
が
持
参
し
た
記

録
物
数
点
。
薄
墨
に
で
も
染
め
た
か
の
よ

う
な
色
を
呈
し
て
い
た
。 

(

Ｂ)

群 

浄
円
寺
所
蔵
の
軸
装
し
た
史
料

十
本
。『
金
光
上
人
の
研
究
』
に
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。 

(

Ｃ)

群 

大
泉
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
軸

装
史
料
、
三
七
本
。 

(

Ｄ)

群 

北
方
新
社
版
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』

(

注
⑪)

の
編
者
、
藤
本
光
幸
氏
よ
り
借
用

し
た
史
料(

調
査
日
は
上
記
３
群
と
は
異

な
る
よ
う
で
あ
る)

。
一
枚
物
が
多
い
が
、

小
間
切
れ
の
も
の
も
か
な
り
見
ら
れ
、
奇

妙
な
香
り
と
湿
り
気
を
帯
び
た
も
の
が
あ

っ
た
。
藤
本
氏
に
よ
れ
ば
、
三
十
年
以
上
も

前
か
ら
そ
う
し
た
状
態
だ
っ
た
と
の
こ
と
。

他
群
よ
り
も(

Ｄ)

群
の
文
書
は
よ
り
拙
劣

で
あ
り
、
誤
字(

誤
記
で
は
な
く
文
字
そ
の

も
の
の
誤
り)

が
多
い
こ
と
も
目
立
つ
。
佐

藤･

開
米
両
師
と
も
、
こ
の(

Ｄ)

群
資
料
を

そ
の
著
書
に
全
く
用
い
て
い
な
い
。 
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こ
う
し
た
分
類
と
所
見
に
基
づ
き
、
計

一
五
九
資
料
を
整
理
検
討
し
て
い
る
。
わ

た
し
の
調
査
経
験
か
ら
判
断
す
る
と
、
お

そ
ら
く(
Ａ)(

Ｄ)

群
は
戦
後
模
写
本
に
属

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
後
述
す

る
。 

 

五
、
偽
作
説
を
否
定
す
る
金
子
所
見 

  

『
金
光
上
人
関
係
伝
承
資
料
集
』
に
よ
れ

ば
、
和
田
家
文
書
一
五
九
点
を
古
文
書
の

専
門
家
に
見
せ
、｢

あ
く
ま
で
写
真
で
見
た

限
り
と
い
う
条
件
つ
き
で
は
あ
る
が
、
古

く
と
も
江
戸
末
期
の
も
の
で
し
か
な
い｣

と
の
所
見
を
得
て
い
る
。
金
子
氏
は
、
現
存

す
る
和
田
家
文
書
が
和
田
末
吉
ら
に
よ
る

明
治･

大
正
写
本
で
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
従
っ
て
、
専

門
家
の
所
見｢

古
く
と
も
江
戸
末
期
の
も

の｣

は
妥
当
な
判
断
だ
。 

 

さ
ら
に｢

他
群
よ
り
も(

Ｄ)

群
の
文
書

は
よ
り
拙
劣
で
あ
り
、
誤
字(

誤
記
で
は
な

く
文
字
そ
の
も
の
の
誤
り)

が
多
い｣
｢

佐

藤
堅
瑞
、
開
米
智
鎧
両
師
と
も
、
こ
の(

Ｄ)

群
資
料
を
そ
の
著
書
に
全
く
用
い
て
い
な

い｣

と
す
る
所
見
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
戦
後
作
成
の
模
写
と
思
わ
れ
る
も
の

の
文
字
は
他
群
よ
り
稚
拙
で
あ
り
、
佐
藤･

開
米
両
氏
の
著
書
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
示
唆
す

る
。 

 

(

１) 

戦
後
模
写
本
と
明
治･

大
正
写
本
と

は
筆
者･

筆
跡
が
異
な
っ
て
い
る
。 

(

２) 

戦
後
早
い
時
期
に
和
田
家
文
書
と

接
し
た
開
米
氏
と
佐
藤
氏
が
、
著
書
に
採

用
し
た
和
田
家
文
書
は
戦
後
模
写
本
で
は

な
く
、
明
治･

大
正
写
本
で
あ
っ
た
。 

  

こ
の
二
点
が
金
子
氏
の
報
告
か
ら
読
み

取
れ
る
が
、
こ
の
指
摘
は
戦
後
模
写
本
と

明
治･

大
正
写
本
と
は
筆
者
や
筆
跡
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
和

田
家
文
書
偽
作
説
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
金
子
氏
の
調

査
報
告
を
、｢

い
わ
ゆ
る
偽
作
論
者
に
よ
る

浅
薄
で
表
面
的
な
批
判
と
は
異
な
り
、
史

料
状
況
の
分
類
や
他
史
料
と
の
関
係
に
も

言
及
が
見
ら
れ
、
学
問
研
究
と
し
て
は
比

較
的
優
れ
た
も
の｣
と
評
価
し
た
の
で
あ

る
。
金
光
上
人
史
料
一
五
九
点
を
和
田
喜

八
郎
氏
や
藤
本
光
幸
氏
ら
か
ら
借
用
し
、

写
真
撮
影
を
行
い
調
査
分
類
し
た
金
子
氏

の
証
言
だ
け
に
貴
重
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

六
、
和
田
家
文
書
研
究
の
留
意
点 

  
｢

薄
墨
に
で
も
染
め
た
か
の
よ
う
な
色

を
呈
し
て
い
た｣

と
い
う
所
見
に
は
、
わ
た

し
も
心
当
た
り
が
あ
っ
た
。
三
十
年
ほ
ど

前
に
藤
崎
町
の
藤
本
邸
に
て
、
数
十
点
程

の
和
田
家
文
書
に
つ
い
て
、
明
治
写
本
か

戦
後
模
写
本
か
鑑
定
し
て
ほ
し
い
と
藤
本

光
幸
氏
か
ら
依
頼
さ
れ
た
。 

 

そ
の
と
き
見
た
史
料
の
多
く
は
、
厚
め

の
紙
を
薄
墨
で
古
色
処
理
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
わ
た
し
が
γ
群
と
定
義
し

た
も
の
で
、
展
示
用
に
外
部
に
提
供
さ
れ

た
戦
後
模
写
本
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、

研
究
対
象
と
し
て
は
信
頼
性
が
劣
る
。
と

い
う
の
も
、
元
本
通
り
に
模
写
し
た
の
か

ど
う
か
不
明
で
あ
り
、
内
容
を
信
頼
し
て

も
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
ち
な

み
に
偽
作
論
者
は
展
示
用
模
写
本
の
紙
を

戦
後
の
紙
と
鑑
定
し
、
偽
書
の
証
拠
と
し

て
お
り
、
そ
れ
は
学
問
的
批
判
と
は
言
い

難
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
他
に
も
タ
イ
プ
が
異
な
る
γ
群

史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
新
し
い
和
紙
に
書

か
れ
た
巻
物
で
、
筆
跡
は
複
数
あ
り
、
明
治

写
本
と
は
様
相
が
大
き
く
異
な
る
。
わ
た

し
が
実
見
し
た
の
は
、
高
楯
城
展
示
室
に

あ
っ
た
巻
物
六
巻
、
藤
崎
町
摂
取
院
所
蔵

の
巻
物
な
ど
だ(

書
写
者
未
詳)

。
こ
う
し

た
戦
後
模
写
本
は
明
治･

大
正
写
本
と
は

史
料
性
格(

作
成
目
的
、
書
写
者
、
書
写
年

代)

が
異
な
る
。
和
田
家
文
書
研
究
に
あ
た

っ
て
は
、
こ
れ
ら
γ
群
の
存
在
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。〔
令
和
六
年(

二
〇
二
四)

七
月
三
〇
日
、
筆
了
〕 

 (

注) 

①｢｢

東
日
流
外
三
郡
誌｣

の
証
言 

―

令
和

の
和
田
家
文
書
調
査―

｣

『
東
京
古
田
会
ニ

ュ
ー
ス
』
二
一
三
号
、
二
〇
二
三
年
。 

②
永
田
富
智
氏(

『
北
海
道
史
』
編
纂
委
員)

の
鑑
定
に
よ
る
。 

 
｢

永
田
富
智
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

昭

和
四
六
年
『
外
三
郡
誌
』
二
百
冊
を
見
た｣

『
古
田
史
学
会
報
』
一
六
号
、
一
九
九
六
年
。 

③
開
米
智
鎧
『
金
光
上
人
』
一
九
六
四
年

(

昭
和
三
九
年)

の｢

序
説｣

に
よ
る
。 

④
金
光(

一
一
五
四
～
一
二
一
七
年)

は
浄

土
宗
の
僧
侶
。
九
州
石
垣(

福
岡
県
久
留
米

市
田
主
丸
町)

の
出
身
。
土
地
の
訴
訟
で
鎌

倉
へ
来
た
際
に
法
然
の
弟
子
安
楽
と
出
会

い
、
法
然
に
帰
依
し
て
東
北
地
方
に
念
仏

信
仰
を
広
め
た
。 

⑤
開
米
智
鎧
『
金
光
上
人
』
に
よ
る
。 

⑥
福
士
貞
蔵
編
『
飯
詰
村
史
』
昭
和
二
六
年
。

編
者｢

自
序｣

に
は｢

昭
和
二
四
年
霜
月｣

と

あ
り
、
編
集
は
昭
和
二
四
年
に
終
了
し
て

い
た
よ
う
だ
。
昭
和
二
二
年
夏
に
天
井
か

ら
落
下
し
た
和
田
家
文
書｢

飯
詰
町
諸
翁

聞
取
帳｣

は
、
そ
の
翌
日
に
福
士
氏
に
も
た

ら
さ
れ
て
い
る(

和
田
喜
八
郎
氏
談)

。 

⑦
佐
藤
堅
瑞
『
殉
教
の
聖
者 

東
奥
念
仏
の

始
祖 

金
光
上
人
の
研
究
』
一
九
六
〇
年

(

昭
和
三
五
年)

。 

⑧
西
村
俊
一(

一
九
四
一
～
二
〇
一
七)

。

元
東
京
学
芸
大
学
教
授
。
国
際
教
育
学
を

専
門
と
し
、
日
本
国
際
教
育
学
会
々
長
を

歴
任
。
安
藤
昌
益
研
究
に
造
詣
が
深
い
。 

⑨｢

日
本
国
の
原
風
景 

―
｢

東
日
流
外
三

郡
誌｣

に
関
す
る
一
考
察―

｣

『
北
東
北 

郷

村
研
究
』
第
七
、
八
号
、
北
東
北
郷
村
教
育

学
院
、
二
〇
〇
〇
年
。 

⑩
『
金
光
上
人
関
係
伝
承
資
料
集
』
金
光
上
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人
関
係
伝
承
資
料
集
刊
行
会
発
行
、
一
九

九
九
年(
平
成
一
一
年)

。 

⑪
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
北
方
新
社
版(

全

六
冊) 

小
舘
衷
三･

藤
本
光
幸
編
、
一
九
八

三
～
一
九
八
五
年(
昭
和
五
八
～
六
〇
年)

。

後
に｢

補
巻｣

一
九
八
六
年(

昭
和
六
一
年)

を
発
行
。 

   

和
田
家
文
書
備
忘
録
８ 

 
 

金
寶
壽
鍛
造
の
刀 

 
 

 
 

東
京
都
港
区 

安
彦
克
己 

 

今
年
７
月
９
日
東
京
新
聞
に
、
静
嘉
堂

文
庫
美
術
館
で
「
鎌
倉
時
代
の
名
刀
に
学

ぶ
」
日
本
刀
展
を
紹
介
す
る
記
事
が
載
っ

た
。「…

同
じ
重
文
の
太
刀
で
も
『
奥
州
宝

寿
』
が
反
り
が
大
き
く
豪
快
な
印
象…

」
と

あ
る
。 

当
会
は
１
９
年
１
０
月
、「
日
高
見
国
の

製
鐵
遺
跡
を
巡
る
」
旅
行
を
実
施
し
、
道
中

田
中
巌
会
長
（
当
時
）
か
ら
製
鉄
の
い
ろ
は

を
学
び
な
が
ら
一
関
市
舞
草
神
社
、
砂
鉄

川
た
た
ら
製
鐵
学
習
館
、
尾
崎
半
島
の
尾

崎
神
社
本
宮
、
釜
石
市
立
鐵
の
博
物
館
、
宮

古
市
山
田
な
ど
を
巡
っ
た
。 

最
後
は
安
倍
貞
任
、
宗
任
ら
の
弟
五
郎

正
任
の
末
裔
で
、
前
九
年
の
役
に
敗
れ
一

族
郎
党
十
七
名
が
黒
沢
尻
柵
か
ら
遠
野
を

経
て
こ
の
石
到
下
の
地
に
住
み
着
き
、
豊

間
根
を
名
乗
り
、
ち
ょ
う
ど
５
０
代
目
に

当
た
る
ご
当
主
・
信(

ま
こ
と)

さ
ん
か
ら

同
家
の
歴
史
を
う
か
が
っ
た
。
現
在
も
正

任
と
同
行
し
た
譜
代
の
家
臣
が
周
辺
に
住

ん
で
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
、
平
安
期
の
安

倍
一
族
の
歴
史
が
今
に
残
っ
て
い
る
の
に

驚
い
た
。 

「
防
火
の
た
め
漆
喰
で
固
め
た
蔵
に
は
先

祖
伝
来
の
日
本
刀
が
１
０
数
本
あ
っ
た
が
、

某
岩
手
県
知
事
が
『
鑑
定
す
る
』
と
借
り
出

し
、
そ
れ
っ
き
り
戻
っ
て
こ
な
い
」
と
の
お

話
に
は
、
一
同
の
中
か
ら
「
訴
え
な
い
の
で

す
か
」
の
声
が
挙
が
っ
た
。
和
田
家
文
書
に

あ
る
舞
草
刀
の
名
工
金
寶
壽
（
と
も
な
が
）

が
魂
魄
込
め
て
鍛
造
し
、
銘
に
天
国
、
天
座

(

あ
ま
く
ら)
あ
る
い
は
寶
壽
と
あ
る
名
刀

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。 

『
和
田
家
文
書
』
の
金
寶
壽
関
係
の
史
料

五
本
を
挙
げ
る
。（
文
中
省
略
あ
り
） 

 

史
料
１ 

天
慶
己
亥(879)
年
。（
略
）
將
門

は
石
井
に
舘
を
築
き
、
奥
州
の
舞
草
鍛
治

を
入
れ
て
討
物
を
備
へ
た
り
。
時
の
名
刀

に
天
國
・
天
坐
の
銘
あ
る
は
是
な
り
。 

 
 

（
▼
北
鑑 

第
50
巻 

十
三
） 

史
料
２ 

舞
草
鍛
治
は
砂
鐡
川
の
𥟩
鐡
に

て
刃
金
と
す
。
代
々
金
寶
寿
家
に
秘
傳
と

せ
る
、
奥
州
唯
一
の
名
刀
た
り
。
刀
工
は

代
々
寶
寿
を
襲
名
し
て
、
是
を
錬
え
た

り
。（
略
）
刀
身
二
尺
五
寸
乃
至
二
尺
三

寸
五
分
に
造
り
、
も
と
反
り
に
て
直
刃
多

く
も
、
安
倍
氏
直
屬
に
な
り
け
る
よ
り
大

波
刃
・
雲
流
刃
に
仕
上
た
り
。
金
氏
は
ア

ル
タ
イ
の
シ
キ
タ
イ
騎
馬
族
の
系
に
て
、

髙
麗
仕
官
に
王
屬
と
な
り
し
も
寶
寿
、
日

本
國
に
望
み
て
歸
化
す
。（
注
１
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
▼
北
鑑 

第
24
巻 

六
） 

史
料
３ 

火
入
れ
な
し
て
諸
鍛
治
に
造
ら

れ
き
は
農
具
・
討
物
・
馬
具
。
諸
道
具
を
造

商
た
る
利
益
な
り
。
な
か
ん
ず
く
刀
剣
の

金
寶
寿
と
曰
ふ
鍛
治
に
な
る
は
銘
に
天

國
・
天
座
の
刻
字
あ
り
て
、
世
に
是
を
舞
草

刀
と
て
武
士
等
の
頂
寶
た
り
。 

金
寶
寿
と
は
、
き
ん
の
と
も
な
が
と
讀
み

て
正
し
き
な
り
。
刀
銘
は
無
銘
ぞ
多
く
、

銘
を
入
れ
る
は
ま
れ
な
り
。
寶
寿
・
天

國
・
天
座
と
刻
む
あ
り
。（
略
）
刃
金
に

用
ふ
は
砂
鐡
川
の
砂
鐡
及
び
石
井
鐡
・
流

星
隕
鐡
（
注
２
）
を
用
ひ
た
り
。
日
本
將

軍
が
太
刀
の
み
天
國
の
銘
を
刻
み
、
小
刀

に
天
坐
と
刻
む
は
安
倍
家
代
々
の
寶
刀
た

り
。 

（
▼
北
鑑 

第
39
巻 

三
） 

史
料
４ 

凡
そ
奥
州
の
鍛
冶
師
の
多
く
は

前
九
年
・
後
三
年
の
役
及
び
平
泉
の
乱
に

て
相
模
に
連
ゆ
れ
た
り
、
と
曰
ふ
な
り
。

（
略
）
安
倍
一
族
こ
と
ご
と
く
寶
寿
を
好

み
た
り
と
曰
ふ
。 

源
義
家
が
安
倍
宗
任
よ
り
召
上
た
る
刀
、

是
を
源
氏
が
重
代
の
寶
刀
と
し
、
髭
斬
丸
・

膝
丸
と
名
付
け
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
神
の
剣

と
て
奉
寄
せ
り
。
後
、
賴
朝
是
を
帯
刀
と
し

て
今
見
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
風
聞
傳

に
て
は
、
失
刀
せ
り
と
も
曰
ふ
。 

相
模
鍛
冶
と
な
り
し
奥
州
鍛
冶
は
備
前
に

も
移
さ
れ
き
に
、
刀
剣
に
相
模
刀
・
備
前
長

舟
刀
の
名
を
今
に
遺
し
た
り
。（
注
２
）
然

る
に
奥
州
に
て
の
舞
草
刀
に
て
は
、
鍛
法

是
を
抜
く
は
な
し
。 

 
 

寛
政
五
年
八
月
七
日 

金
義
幸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
▼
北
斗
抄
２ 

四
） 

史
料
５ 

貞
任
は
敗
兆
を
覚
り
て
（
略
）

戦
起
の
二
十
日
前
に
落
忍
ば
し
む
。
乳

母
・
中
一
の
前
に
い
だ
か
れ
し
髙
星
丸
、

し
ば
し
父
貞
任
に
今
生
の
惜
別
を
な
し
け

る
も
、
無
心
な
る
髙
星
丸
聲
挙
げ
て
笑
ひ

け
る
を
、
貞
任
遺
言
す
。
星
丸
よ
、
大
な

れ
よ
。
末
代
に
安
倍
一
族
の
鷲
と
な
ら

め
。
亦
、
饕
餮
と
な
り
て
邪
道
の
侵
魔
を

滅
せ
よ
。
と
て
楓
の
如
き
手
に
、
己
が
愛

刀
寶
寿
の
太
刀
を
握
ら
せ
し
に
、
近
臣
み

な
涙
せ
り
と
今
に
傳
へ
な
む
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
政
戊
寅
年
六
月
一
日 

藤
井
伊
勢 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
東
日
流
六
郡
誌 

全
説1 

一
、
安
倍

春
秋
禄
） 

以
上
の
史
料
だ
け
で
も
寶
壽
銘
の
太
刀

は
安
倍
氏
重
代
の
宝
刀
で
あ
っ
た
と
わ
か

る
。（
全
史
料
は
十
指
に
余
る
） 

 

で
は
静
嘉
堂
文
庫
に
展
示
さ
れ
て
い
る

『
奥
州
宝
寿
』
を
見
て
み
よ
う
。 

説
明
文
に
は
「
奥
州
太
刀 

銘
寶
壽
」
と

あ
り
「
ほ
う
じ
ゅ
」
の
ル
ビ
が
あ
り
、「
鎌

倉
時
代 

刃
長
７
７
・
６
セ
ン
チ
。
反
り

３
・
８
セ
ン
チ
」「
古
来
戦
乱
の
地
で
あ
っ

た
奥
州
で
は
、
鍛
刀
技
術
が
発
達
し
、
多
く

の
刀
工
が
輩
出
し
た
。
刀
剣
書
に
は
平
安

期
の
奥
州
鍛
冶
の
名
が
多
く
記
さ
れ
て
い

る
が
、
古
い
現
存
作
は
皆
無
に
近
く
、
鎌
倉

https://kitakagami.seisaku.bz/k50.html
https://kitakagami.seisaku.bz/k24.html
https://kitakagami.seisaku.bz/k39.html
https://wadakeshiryou.seisaku.bz/31Hokutosho_02.html
https://wadakemonjo.seisaku.bz/tsugaru_rokugunshi_zensetsu1.html
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期
以
降
の
も
の
で
占
め
ら
れ
る
。
寶
壽
は

月
山
と
並
び
奥
州
鍛
冶
を
代
表
す
る
一
派

で
平
泉
に
住
し
た
。（
略
）
本
作
は
素
朴
で

野
趣
が
横
溢
し
た
作
風
で
あ
る
。」
と
あ
る
。 

展
示
中
の
刀
の
中
で
、「
宝
寿
」
は
重
ね

（
か
さ
ね
＝
肉
厚
）
が
厚
く
、
反
り
も
大
き

く
、
刃
長
は
２
尺
５
寸
６
分
と
あ
り
史
料

２
と
一
致
し
す
る
。
全
体
の
姿
は
説
明
文

が
記
す
る
よ
う
に
「
豪
快
」
で
あ
る
。
中
心

（
な
か
ご
）
に
彫
ら
れ
た
銘
も
寶
壽
と
読

め
る
。
ま
た
「
は
月
山
と
並
び
奥
州
鍛
冶
を

代
表
す
る
」
と
あ
る
。 

 

『
和
田
家
文
書
』
に
は
月
山
貞
龍
が
記
し

た
と
す
る
史
料
が
あ
る
。 

史
料
６ 

「
舞
草
錬
法
鍛
冶
」 

永
承
戊
子(1048)

年
、
安
倍
日
本
將
軍
賴

良
、
世
情
に
わ
か
に
急
を
告
ぐ
、
討
物
馬
具
、

三
萬
騎
を
領
職
に
布
令
す
。
舞
草
と
曰
ふ

刀
鍛
冶
あ
り
て
、
安
倍
氏
代
々
の
刀
工
な

り
。 

祖
は
金
氏
の
胤
に
て
代
々
を
襲
名
し
、
き

ん
の
と
も
ひ
さ
と
稱
し
た
り
。
依
て
、
刀
銘

に
寶
壽
を
刻
む
な
り
。
陸
羽
の
鍛
冶
五
十

六
郡
に
渉
り
（
右
の
写
本
は
こ
こ
か
ら
読

め
る
）
て
そ
の
造
刀
、
己
己
に
秘
法
あ
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
来
よ
り
金
氏
八
法
鍛
と
曰
ふ
は
山
靼
錬

刀
法
・
韓
鍛
錬
法
あ
り
。
授
傳
の
證
は
銘
に

以
て
明
白
な
り
。 

寶
𪤳
、
寳
𡔽
、
寶
□
、
金
一
、
金
□
□
、
寳

夀
、
上
一
、
寶
□
、
師
宗
、
𣏶
房
、
犮
長
、

安
房
、
閉
峯
、
王
有
、
丸
房
、
秀
安
、
鬼
王

丸
、
行
重
、
伏
見
、
有
正
、
雄
安
、
基
高
、

杙
里
馬
、
月
山
、 

諷
誦
、
丗
女
、
支
□
、
武
吉
、
正
廣
、
法
花

太
郎
、
實
次
、
秀
衡
影
丸
、
文
寿
、
東
日
流

丸
、
親
法
、
閉
伊
仙
人
、
日
之
本
丸
、
国
東
、

安
國
、
安
日 

 
 
 
 

右
の
似
字
銘
な
る
太
刀
・
長
刀
・
脇
差
、
多

し
。
亦
古
き
は
毛
抜
な
る
太
刀
あ
り
。
何
れ

も
無
銘
に
し
て
拵
飾
り
秀
な
り
。 

長
享
戊
申(1488)

年 
 

月
山
貞
龍 

 
 
 
 
 

（
▼
丑
寅
日
本
雑
記
全
） 

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
刀
銘
に
日
之
本
丸
、

国
東
、
安
國
、
安
日
な
ど
陸
奥
の
舞
草
刀
な

ら
で
は
の
銘
が
並
ぶ
。 

ま
た
、
寶
壽
を
「
と
も
ひ
さ
」
と
称
す
と

あ
り
、「
と
も
な
が
」
に
統
一
さ
れ
て
い
な

い
史
料
状
況
か
ら
、
個
々
の
史
料
が
独
自

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

ネ
ッ
ト
で
月
山
銘
の
刀
剣
を
引
い
た
。

（
大
要
） 

「
出
羽
国
月
山
の
霊
場
に
住
ん
だ
鬼
王
丸

を
元
祖
と
す
る
。
月
山
の
麓
で
は
刀
鍛
冶

が
栄
え
、
軍
勝
、
寛
安
、
近
則
、
久
利
な
ど

の
名
人
を
輩
出
し
、
江
戸
期
に
は
途
絶
え

た
。
幕
末
、
月
山
弥
八
郎
貞
吉
は
大
坂
に
移

住
し
、
以
来
、
月
山
家
は
関
西
を
拠
点
と
し

た
。
明
治
以
降
は
、
弥
八
郎
貞
吉
の
養
子
の

弥
五
郎
貞
一
（
初
代
貞
一
）
は
宮
内
省
御
用

刀
匠
と
な
る
。
長
男
月
山
貞
勝
や
孫
の
月

山
貞
一
は
人
間
国
宝
。
当
代
は
、
月
山
貞
利
。

そ
の
長
男
貞
伸
も
作
刀
活
動
に
入
る
。」
と

あ
る
。 

こ
こ
か
ら
、
月
山
鍛
冶
の
名
前
に
は
貞

吉
・
貞
一
・
貞
勝
な
ど
「
貞
」
を
世
襲
し
て

い
る
と
わ
か
る
。
記
録
者
も
月
山
貞
龍
で

あ
り
、
こ
の
史
料
も
上
記
史
料
同
様
、
刀
剣

の
史
料
と
し
て
貴
重
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

寶壽 

https://wadakeshiryou.seisaku.bz/15UshitoraNihonZakki.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%BE%BD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%AC%BC%E7%8E%8B%E4%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%AC%BC%E7%8E%8B%E4%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%80%E9%8D%9B%E5%86%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%80%E9%8D%9B%E5%86%B6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BB%8D%E5%8B%9D&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AF%9B%E5%AE%89&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BF%91%E5%89%87&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B9%85%E5%88%A9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BC%A5%E5%85%AB%E9%83%8E%E8%B2%9E%E5%90%89&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9C%88%E5%B1%B1%E8%B2%9E%E4%B8%80&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%86%85%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E8%B2%9E%E4%B8%80_(%E4%BA%8C%E4%BB%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E8%B2%9E%E4%B8%80_(%E4%BA%8C%E4%BB%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E5%9B%BD%E5%AE%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E8%B2%9E%E5%88%A9
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静
嘉
堂
文
庫
に
は
「
寶
壽
に
関
す
る
史

料
は
な
い
」
と
お
聞
き
し
た
。
後
日
『
和
田

家
文
書
』
か
ら
抽
出
し
た
史
料
集
を
若
い

学
芸
員
Ｙ
氏
に
お
届
け
し
た
。
目
を
通
し

て
か
ら
真
顔
で
「
面
白
い
で
す
ね
。
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
。『
和
田
家
文

書
』
が
龍
門
の
急
流
を
登
っ
て
い
く
姿
を

見
た
思
い
が
し
た
。 

 

（
注
１
）
『
人
類
の
起
源
』
篠
田
謙
一
著 

中
公
新
書 

2022

年2

月 
168

頁
に 

 

「
鉄
器
時
代
に
当
た
る
紀
元
前
八
世
紀

か
ら
前
二
世
紀
に
か
け
て
こ
の
地
域
（
中

央
ア
ジ
ア―

筆
者
）
を
支
配
し
た
遊
牧
騎

馬
民
族
ス
キ
タ
イ
は
、…

」 

 

と
あ
る
。
後
日
『
和
田
家
文
書
』
か
ら
「
シ

キ
タ
イ
」
を
抽
出
し
、
製
鉄
の
文
化
が
バ
イ

カ
ル
湖
、
黒
龍
江
を
経
て
列
島
北
部
へ
伝

播
し
た
歴
史
を
報
告
し
た
い
。 

（
注
２
）
石
井
は
将
門
の
本
館
、
岩
井
。『
和

田
家
文
書
』
で
は
下
野
庚
申
山
に
隕
石
が

落
着
し
、
将
門
は
鉄
塊
を
見
つ
け
太
刀
に

し
た
と
す
る
史
料
が
載
る
。（
北
鑑 

第41

巻 

坂
東
丑
寅
之
雑
記
） 

（
注
３
）
ウ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、「
武

士
の
時
代
が
来
て
刀
剣
の
需
要
が
急
増
し

た
こ
と
か
ら
、
源
頼
朝
は
大
和
や
山
城
、
備

前
、
舞
草
鍛
冶
な
ど
に
、
作
刀
を
依
頼
し
た
。

の
ち
北
条
時
頼
（5

代
執
権
）
は
他
国
か
ら

著
名
な
刀
工
を
家
族
ご
と
鎌
倉
に
招
聘
、

山
城
伝
の
粟
田
口
国
綱
、
備
前
伝
の
三
郎

国
宗
な
ど
が
鎌
倉
で
活
躍
し
た
」
と
あ
る
。 

史
料4

に
あ
る
「
相
模
鍛
冶
と
な
り
し
奥

州
鍛
冶
は
備
前
に
も
移
さ
れ
、…

相
模
刀
・

備
前
長
舟
刀
の
名
を
今
に
遺
し
た
り
」
と

す
る
渡
り
刀
鍛
冶
に
関
す
る
こ
の
史
料
も

貴
重
な
史
料
で
あ
ろ
う｡ 

   

「
東
京
古
田
会
」
月
例
会
報
告
⑦ 

 

※
文
責
：
新
保 

高
之 

 

【
第
一
部
】
の
進
行
役
は
事
務
局
長
の
斎

藤
、【
第
二
部
】
の
進
行
と
説
明
・
解
説
は

幹
事
の
新
保
。 

●
二
〇
二
四
年
六
月
度
（
二
九
日
） 

堀
留

町
区
民
館
に
て
、
参
加
者
は
会
場
十
五
名
、

リ
モ
ー
ト
十
一
名
。 

【
第
一
部
】 

 
 

一
．
研
究
発
表
： 

研
究
発
表
二
件
は
い
ず

れ
も
東
京
古
田
会
ニ
ュ
ー
ス
「
二
一
六
号
」

に
掲
載
。 

Ａ
「
大
宮
姫
伝
承
を
訪
ね
て
」（
村
田
智
加

子
氏
） 

（
１
）
発
表
内
容
：
大
宮
姫
伝
承

に
関
わ
る
①
牟
瀬
浜
と
②
揖
宿
神
社
、
豊

玉
姫
に
関
わ
る
③
豊
玉
姫
神
社
を
中
心
に

画
像
を
使
っ
て
解
説
。
自
身
の
推
察
も
披

露
。（
２
）
質
疑
等
：
①
旅
の
動
機
は
、
古

田
史
学
論
集
第
二
十
二
集
中
の
正
木
裕
氏

論
稿
「
大
宮
姫
と
倭
姫
王
・
薩
末
姫
」。
②

天
智
天
皇
の
陵
墓
や
葬
礼
に
関
す
る
記
事

が
な
い
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
大
き
な
謎
、

等
。（
発
表
・
質
疑
六
〇
分
） 

Ｂ
「『
和
田
家
文
書
と
国
東
半
島
』
の
旅
に

参
加
し
て
」（
讃
井
優
子
氏
） 

（
１
）
発

表
内
容
： 

①
安
倍
・
安
東
氏
が
国
東
半
島

に
残
し
た
足
跡
を
見
る
、
②
北
方
ス
テ
ッ

プ
ロ
ー
ド
～
古
代
新
羅
～
宇
佐
～
渡
来
人

の
信
仰
を
考
え
る
、
③
「
東
北
安
倍
氏
」
と

「
新
羅
系
渡
来
人
の
末
裔
」
と
そ
の
交
流

に
つ
い
て
考
察
す
る
、
と
の
三
点
。
こ
れ
ら

の
要
点
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
人
物
の
紹

介
を
経
て
旅
行
の
行
程
を
丁
寧
に
た
ど
り

な
が
ら
、
画
像
を
交
え
て
丁
寧
に
説
明
。 

（
２
）
質
疑
等
：
元
々
の
国
東
は
東
と
西
に

分
か
れ
て
い
た
等
、
安
彦
会
長
か
ら
適
宜

に
解
説
が
あ
っ
た
。（
発
表
・
質
疑
四
五
分
）  

二
．
懇
談
会
： 

①
発
表
関
連
で
、
安
東
家

の
新
家
紋
「
檜
扇
に
違
い
鷲
の
羽
」、
②
「
秋

季
旅
行
会
」
の
立
案
開
始
。（
五
分
） 

【
第
二
部
】 

 

※
残
念
な
こ
と
に
、
開
始

時
に
リ
モ
ー
ト
参
加
者
と
の
映
像
共
有
の

不
具
合
が
発
生
。 

一
．
勉
強
会
「
古
田
武
彦
『
失
わ
れ
た
九
州

王
朝
』
そ
の
七
」 

（
１
）
対
象
：
第
五
章 

隣
国
史
料
に
み
る
九
州
王
朝 

第
一
節

〔
九
州
王
朝
の
黄
昏
〕。 

（
２
）
当
該
節

の
要
旨
：
①
舒
明
紀
の
百
済
人
質
・
豊
璋
記

事
の
紀
年
錯
誤
や
②
天
智
・
持
統
紀
の
薩

夜
麻
関
連
記
事
な
ど
を
取
り
上
げ
、『
書
紀
』

批
判
を
し
つ
つ
、
白
村
江
の
戦
を
契
機
に

弱
体
化
す
る
九
州
王
朝
に
つ
い
て
論
述
。

さ
ら
に
、
③
九
州
王
朝
に
つ
い
て
残
さ
れ

た
問
題
五
項
目
に
つ
い
て
解
説
。 

（
３
）

質
疑
等
：
①
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
で
の

倭
国→

日
本
国
切
替
え
記
事
等
は
『
新
旧

唐
書
』
に
依
拠
。
②
『
続
日
本
紀
』
で
孝
謙

天
皇
を
高
野
天
皇
呼
ぶ
の
は
東
北
地
方
の

蝦
夷
と
関
連
か
、
等
。（
解
説
・
質
疑
四
〇

分
） 

二
．
読
書
会
「
岩
波
文
庫
『
日
本
書
紀
』
天

武
天
皇
紀
下
そ
の
七
」 

（
１
）
対
象
範
囲
：

天
武
十
三
年
条
。 

（
２
）
内
容
：
①
宇
治

谷
孟
編
の
現
代
語
訳
を
基
に
記
事
朗
読
、

②
該
当
・
留
意
事
項
を
抽
出
説
明
、
③
主
要

記
事
は
、
都
候
補
地
の
視
察
、
軍
備
や
服
装

に
関
す
る
事
項
制
定
、「
八
色
の
姓
」
制
定
、

大
地
震
の
発
生
、
等
。
④
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て

〔
外
交
記
事
に
出
て
く
る
「
大
使
」「
副
使
」

「
小
使
」〕。 

（
３
）
質
疑
等
：
こ
の
時
期

に
地
震
が
頻
発
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、

『
続
日
本
紀
』
に
限
定
さ
れ
た
時
期
に
山

火
事
・
地
震
が
頻
発
し
た
と
の
記
事
が
あ

り
、
天
武
紀
の
こ
れ
ら
記
事
も
信
憑
性
が

あ
る
。（
解
説
・
質
疑
四
五
分
） 

 

●
二
〇
二
四
年
七
月
度
（
二
七
日
） 

明
石

町
区
民
館
に
て
、
参
加
者
は
会
場
十
七
名
、

リ
モ
ー
ト
十
一
名
。 

【
第
一
部
】 

 
 

一
．
研
究
発
表
「
宇
治
橋
断
碑
を
め
ぐ
っ
て
」

（
藤
田
隆
一
氏
） 

（
１
）
趣
旨
：「
寛
政

三
年
（
一
七
九
一
）
に
頭
部
（
碑
全
体
の
三

分
の
一
、
二
七
文
字
）
が
発
見
さ
れ
た
当
該

断
碑
に
つ
い
て
、
氏
は
「
年
号
を
多
元
的
に

取
り
扱
っ
て
欲
し
い
」
と
。（
２
）
内
容
：

①
現
存
の
当
該
碑
は
復
元
さ
れ
た
も
の
で
、

https://www.touken-collection-kuwana.jp/touken-basic-information/touken-school/#anchor05
https://www.touken-world.jp/tips/57806/
https://www.touken-world.jp/sword-artisan-directory/kunitsuna/
https://www.touken-world.jp/tips/57807/
https://www.touken-world.jp/sword-artisan-directory/saburo-kunimune/
https://www.touken-world.jp/sword-artisan-directory/saburo-kunimune/
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『
帝
王
編
年
記
』
に
全
文
が
遺
る
。
②
こ
の

石
碑
に
関
す
る
『
日
本
書
紀
』
～
中
近
世
の

文
献
資
料
を
多
数
提
示
し
て
断
碑
の
来
歴

と
碑
文
を
説
明
。
③
碑
文
は
「
道
登
が
大
化

二
年
（
丙
午
歳
＝
六
四
六
）
に
宇
治
橋
を
構

え
立
て
た
」
と
す
る
が
、『
続
日
本
紀
』
文

武
四
年
（
七
〇
〇
）
条
に
は
「
道
昭
が
山
背

国
宇
治
橋
を
創
造
し
た
」
と
あ
る
。
一
方
、

九
州
年
号
の
大
化
二
年
（
六
九
六
）
と
は
造

橋
年
次
に
五
〇
年
の
ズ
レ
。
④
人
名
や
年

次
の
ズ
レ
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
が

論
点
に
な
る
。 

（
３
）
質
疑
応
答
な
ど
：

活
発
な
意
見
等
が
あ
っ
た
。
関
連
資
料
を

多
数
収
録
さ
れ
た
努
力
に
敬
意
を
表
す
る
。

（
発
表
・
質
疑
九
〇
分
）。 

二
．
懇
談
会
： 

①
「
古
田
史
学
の
会
」
と

「
多
元
」
が
共
催
で
創
立
３
０
周
年
記
念

講
演
会
を
予
定
、
②
新
Ｈ
Ｐ
へ
の
要
望
、
③

『
新
旧
唐
書
』
の
漢
文
解
釈
関
連
、
等
。（
二

五
分
） 

【
第
二
部
】 

 

一
．
勉
強
会
「
古
田
武
彦
『
失
わ
れ
た
九
州

王
朝
』
そ
の
八
」 

（
１
）
対
象
は
、
第
五

章 

隣
国
史
料
に
み
る
九
州
王
朝 

第
二

節
〔
二
つ
の
金
石
文
〕
の
《
人
物
画
像
鏡
》。 

（
２
）
要
点
：
隅
田
八
幡
宮
の
「
人
物
画
像

鏡
」
に
関
す
る
通
説
や
問
題
点
を
検
証
し
、

こ
の
鏡
は
百
済
武
寧
王
が
五
〇
三
年
に
九

州
倭
王
「
年
」
に
贈
呈
し
た
も
の
。 

（
３
）

論
点
：
①
従
来
の
学
説
（
福
山
・
水
野
・
井

上
）
を
紹
介
・
解
説
し
つ
つ
問
題
点
を
指
摘
。

②
古
田
先
生
の
論
証
（
十
四
項
目
に
つ
い

て
論
証
し
、
最
後
に
自
身
の
考
察
と
解
釈

を
述
べ
て
い
る
。 

（
４
）
質
疑
等
：
二
〇

一
五
年
十
月
度
月
例
会
で
の
川
上
英
一
氏

【
思
想
と
し
て
の
「
国
宝
人
物
画
像
鏡
」―

古
代
史
学
と
の
対
話
】（
氏
に
よ
る
同
名
の

私
家
本
あ
り
）
発
表
（
当
該
鏡
の
作
成
年
代

は
「
江
戸
時
代
後
期
」
と
す
る
）
が
紹
介
さ

れ
、「
日
十
大
王
」
の
読
み
を
含
め
活
発
な

意
見
交
換
が
あ
っ
た
。（
解
説
・
質
疑
四
〇

分
） 

二
．
読
書
会
「
岩
波
文
庫
『
日
本
書
紀
』
天

武
天
皇
紀
下
そ
の
八
」 

（
１
）
対
象
範
囲
：

天
武
十
四
年
条
。 

（
２
）
内
容
：
①
宇
治

谷
孟
編
の
現
代
語
訳
を
基
に
同
年
記
事
の

朗
読
、
②
該
当
・
留
意
事
項
を
抽
出
し
説
明
、

③
主
要
記
事
：
爵
位
名
と
階
級
増
の
改
定
、

朝
服
の
色
制
定
、
京
と
畿
内
で
人
夫
の
武

器
を
検
校
、
各
地
に
使
者
を
派
遣
し
国
司
・

郡
司
と
人
民
の
状
況
を
巡
察
、
等
。
④
ト
ピ

ッ
ク
と
し
て
〔
天
武
紀
下
の
「
天
文
・
気
象

現
象
に
関
す
る
記
事
」〕。 
（
３
）
質
疑
等
：

①
賀
正
礼
と
②
東
海
～
筑
紫
へ
の
使
者
派

遣
・
巡
察
記
事
の
背
景
に
、
九
州
王
朝
存
在

が
見
え
る
。
※
古
賀
達
也
氏
の
指
摘
。（
解

説
・
質
疑
四
〇
分
） 

 

お
知
ら
せ 

【
新
入
会
員
募
集
】 

東
京
古
田
会
は
新
規
会
員
を
常
時
募
集

し
て
い
ま
す
。
古
田
武
彦
や
古
代
史
に
興

味
の
あ
る
方
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
問
合

せ
下
さ
い
。
ま
た
、
入
会
ご
希
望
の
方
や
、

本
会
に
ご
興
味
の
あ
る
知
人
・
友
人
の
方

を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。
入
会
希
望
の
方
は

事
務
局
に
電
話
又
は
メ
ー
ル
で
住
所
・
氏

名
等
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
年
会
費
は
４
千

円
に
な
り
ま
す
。 

 

月
例
会
の
ご
案
内 

【
10
月
26
日(

土)

】 

・
午
後
１
時
～
５
時
、
会
場
未
定 

【
第
１
部
】 

＊
研
究
発
表 

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

・
テ
ー
マ
：
古
田
武
彦
『
九
州
王
朝
の
歴
史

学
』
第
４
篇
「
新
唐
書
日
本
伝
の
史
料
批
判
」

―

旧
唐
書
と
の
対
照 

司
会
・
橘
高
修
氏 

 

新
・
旧
の
両
唐
書
間
に
お
け
る
倭
と
日
本
の
併

合
関
係
は
逆
転
し
て
い
る
の
か
？
古
代
史
研
究

者
の
間
で
も
決
着
し
て
い
な
い
矛
盾
点
の
整
理
、

古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
２
０
２
４
に
も
通
ず
る
テ
ー

マ
で
す
。
９
月
例
会
で
レ
ジ
ュ
メ
配
布
、
た
く
さ

ん
の
皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
致
し
ま
す
。 

【
第
２
部
】 

新
保
高
之
氏 

＊
勉
強
会 

「
古
田
武
彦
『
失
わ
れ
た
九
州 

 

 

王
朝
』
ま
と
め 

 

＊
読
書
会 

日
本
書
紀
を
読
む 

 
 

 
天
武
天
皇
紀 

ま
と
め 

・
資
料
は
用
意
い
た
し
ま
す
。 

 

【
11
月
30
日(

土)

】 

＊
研
究
発
表
：「
古
田
武
彦
記
念
古
代
史
セ

ミ
ナ
ー
２
０
２
４
」
報
告
会 

＊
司
会
・
橘
高
修
氏 

 

【
第
２
部
】 

新
保
高
之
氏 

＊
勉
強
会 

「
古
田
武
彦
著
作
集
か
ら
」 

 

＊
読
書
会 

日
本
書
紀
を
読
む 

 
 

 

・
資
料
は
用
意
い
た
し
ま
す
。 

参
加
費
５
０
０
円 

 

当
日
会
場
に
て
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。 

●
月
例
会
会
場
は
10
月
11
月
と
も
未
定

で
す
が
、
順
次
決
ま
り
次
第
Ｈ
Ｐ
に
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
下
さ
い
。 

●
会
場
参
加
費
は
５
０
０
円
で
す
。 

●
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
で
き
ま
す
。(

無
料) 

 

【
和
田
家
文
書
研
究
会
】 

11
月
は
休
会
で
す
。
次
回
は
来
年
、
１
月

11
日
（
土
）
午
後
２
時
か
ら 

 

●
「
東
京
古
田
会
ニ
ュ
ー
ス
」
原
稿
募
集
！ 

東
京
古
田
会
ニ
ュ
ー
ス
へ
掲
載
す
る
論

文
・
小
論
・
古
代
史
雑
感
な
ど
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
住
所
・
氏
名
を
必
ず
明
記
の
う
え
、

５
０
０
字
か
ら
５
，
０
０
０
字
程
度
に
ま

と
め
て
、
Ｅ
メ
ー
ル
に
て
左
記
へ
お
送
り

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
特
定
個
人
へ
の
中
傷

や
古
代
史
と
無
関
係
な
場
合
は
掲
載
を
お

断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
予
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。
掲
載
の
可
否
に
つ
い
て
は

編
集
会
議
で
決
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

（
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
） 

saitaka7078@yahoo.co.jp 
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